
元
代
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
家
系
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堤

一

昭

【
要
約
】
　
一
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
～
元
朝
の
南
宋
征
服
戦
は
、
そ
の
歴
史
的
重
要
性
か
ら
、
戦
争
経
過
に
つ
い
て
は
研
究
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
戦
争
を
実
行
し
た
軍
団
に
つ
い
て
は
研
究
が
手
薄
で
あ
る
。
本
稿
は
、
華
北
戦
線
に
参
加
し
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
国
を
対
象
と
し
、
軍
団
長
の
家
系

を
探
り
、
そ
の
歴
代
の
人
物
の
歴
史
を
た
ど
っ
た
。
探
し
得
た
家
系
は
ウ
リ
ャ
ン
カ
ソ
部
族
ス
ベ
エ
テ
イ
家
、
ジ
ャ
イ
ラ
ル
部
族
ブ
ジ
ェ
ク
家
、
ナ
イ
マ

ン
部
族
マ
チ
ャ
家
、
タ
ン
グ
ト
部
族
チ
ャ
ガ
ン
家
、
マ
ソ
グ
ト
部
族
ボ
ロ
ゴ
ン
家
、
フ
ウ
シ
ン
部
族
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
チ
ョ
ル
カ
ソ
家

の
並
家
で
あ
る
。
彼
ら
が
長
と
な
っ
た
軍
団
の
軍
属
名
は
「
蒙
古
帯
出
元
帥
府
」
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
府
」
「
河
南
硯
北
蒙
古
軍
都
萬
戸
府
」
で
あ

る
。
彼
ら
の
家
系
は
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
系
で
あ
る
が
、
有
力
部
族
長
の
家
で
は
な
い
。
多
く
は
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
と
の
個
人
的
な
繋
が
り
を
持
つ
者
を

祖
先
に
持
つ
。
オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ア
ソ
時
代
の
金
朝
征
服
戦
、
対
南
來
戦
を
華
北
へ
の
駐
屯
の
始
ま
り
と
す
る
。
軍
団
長
の
職
を
世
襲
す
る
と
と
も
に
、
行

省
・
行
台
の
高
官
を
務
め
江
南
支
配
に
関
与
し
た
。
彼
ら
は
、
本
拠
地
の
所
在
・
所
領
・
官
職
・
行
動
等
か
ら
み
て
、
王
族
や
有
力
部
族
長
の
家
系
に
次

ぐ
層
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
五
巻
三
号
　
一
九
九
二
年
五
月

は
　
し
　
が
　
き

一
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
モ
ン
ケ
、
ク
ビ
ラ
イ
の
南
宋
遠
征
と
元
朝
に
よ
る
南
宋
征
服
は
菓
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
。

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
、
中
国
史
ど
ち
ら
の
立
場
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
重
要
性
か
ら
、
近
年
中
国
に
お
い
て
宋
幽
間
の
戦
争
史
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

専
著
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
筆
者
も
、
似
前
「
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
成
立
と
ス
ベ
エ
テ
イ
家
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
八
巻

第
一
号
、
以
下
前
稿
と
呼
ぶ
。
）
を
著
わ
し
、
こ
の
時
期
に
一
貫
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
一
家
系
を
と
り
あ
げ
て
、
ク
ビ
ラ
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イ
政
権
成
立
直
後
ま
で
の
動
向
を
探
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
従
来
か
ら
の
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
石
元
問
の
戦
争
の
経
過
に
つ
い
て
は
相
当
詳
し
い
こ
と
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、

戦
争
を
遂
行
し
た
元
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
や
漢
人
軍
団
、
南
宋
の
軍
団
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
は
ま

だ
手
薄
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
塾
側
の
漢
人
軍
団
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
以
前
か
ら
、
位
置
付
け
等
に
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
「
漢
人
世
侯
」

の
名
で
研
究
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
南
宋
宋
の
軍
団
に
つ
い
て
は
研
究
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

輪
止
発
表
当
時
と
同
様
に
研
究
が
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
段
階
で
あ
る
。
元
朝
期
の
国
家
体
制
、
ま
た
元
の
中
国
支
配
の
実
体
を
知
る
た
め
に

も
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
の
研
究
が
不
可
欠
と
考
え
る
。

　
こ
の
現
状
に
鑑
み
、
南
宋
征
服
戦
に
参
加
し
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
南
宋
征
服
戦
に
は
華
北
か
ら
南
下
す
る
戦
線

と
陳
西
か
ら
四
川
を
南
下
す
る
戦
線
の
二
大
方
面
が
あ
り
、
有
名
な
嚢
陽
包
囲
戦
、
バ
ヤ
ン
の
南
征
は
前
者
に
含
ま
れ
る
。
両
者
は
、
戦
線
の

状
況
や
軍
団
系
統
が
異
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
前
者
で
の
作
戦
に
参
加
し
た
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
を
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
、
ま
ず
モ

ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
家
系
を
探
り
、
そ
の
歴
代
の
人
物
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
系
の
特
徴
、
軍
団
長
と
し
て
の
職
名
、
軍
同
名
、

軍
団
の
本
拠
地
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
軍
団
長
の
家
系
の
、
国
家
体
制
へ
の
位
置
付
け
、
中
国
支
配
へ
の
関
わ

り
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
を
解
明
す
る
第
一
歩
と
し
た
い
。
（
本
稿
で
は
、
長
た
る
将
帥
の
軍
府
お

よ
び
そ
の
鷹
下
の
軍
を
総
体
と
し
て
軍
園
と
呼
ぶ
。
）

　
①
満
天
鳴
『
宋
黒
帯
史
一
～
四
』
（
一
九
入
八
年
、
台
北
、
食
貨
出
版
社
）
、
陳
世
　
　
　
　
②
南
南
末
の
軍
団
に
つ
い
て
は
、
小
岩
井
弘
光
「
南
宋
の
生
霊
、
熟
軍
制
管
見
」

松
・
匡
裕
徹
・
勘
当
澤
・
季
鵬
貴
『
宋
元
戦
争
史
』
（
一
九
八
八
年
、
成
都
、
四

川
省
社
会
科
学
院
出
版
社
）
、
胡
昭
畷
、
郷
露
華
『
宋
蒙
（
元
）
関
係
研
究
』
（
一

九
八
八
年
、
成
都
、
四
川
大
学
繊
版
社
）
は
全
般
に
わ
た
る
も
の
。
陳
世
松
・
喩

事
仁
・
趙
永
康
『
宋
元
之
際
的
濾
州
』
（
一
九
八
五
年
、
重
慶
、
璽
慶
出
版
社
）
、

陳
翠
松
『
蒙
古
定
蜀
史
稿
』
（
一
九
八
五
年
、
成
都
、
四
川
省
社
会
科
学
院
出
版

社
）
は
四
川
方
面
に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（『

W
刊
東
洋
学
』
六
二
、
一
九
八
九
年
）
、
衣
川
強
「
劉
整
の
叛
乱
」
（
『
劉
子
健
博

士
碩
寿
紀
念
來
史
研
究
論
集
』
、
　
｝
九
八
九
年
）
が
出
た
。
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
に
つ

い
て
は
、
松
田
孝
一
「
河
南
潅
北
蒙
古
軍
都
万
戸
府
議
」
（
『
東
洋
学
報
』
穴
八
－

三
・
四
、
一
九
八
七
年
）
、
史
衛
民
「
元
代
蒙
古
文
素
万
戸
府
的
逮
置
去
其
作
用
」

（『

ﾃ
粛
民
族
研
究
』
一
九
八
八
年
三
・
四
期
、
五
｝
～
六
一
頁
）
が
あ
る
。
松
田

論
文
は
後
に
雷
及
す
る
。
史
論
文
は
未
見
。
た
だ
し
、
一
九
八
六
年
九
月
南
京
で

33　（323）



の
国
際
元
治
学
術
討
論
会
で
の
発
表
要
旨
（
「
蒙
古
軍
器
万
戸
府
的
設
置
及
其
作

用
」
、
『
国
際
元
史
学
加
何
討
払
醐
ム
耳
瓢
醐
文
提
要
』
｛
ハ
「
　
～
六
「
二
百
ハ
）
に
よ
る
㎜
限
り
、
四

川
、
陳
西
方
面
も
含
め
た
各
蒙
古
軍
需
万
戸
府
の
沿
革
、
軍
職
名
、
軍
団
の
規
模

や
生
活
様
式
、
出
鎮
、
所
管
、
軍
団
長
が
行
追
尋
を
兼
任
し
た
こ
と
、
軍
団
の
腐

敗
と
弱
体
化
に
つ
い
て
の
概
述
で
あ
る
。
本
稿
は
、
華
北
の
軍
団
長
の
家
系
の
検

討
を
主
と
し
、
史
論
文
の
対
象
瑛
項
の
検
討
は
次
稿
を
期
し
た
い
。

34　（324）

軍
団
長
の
家
系
の
探
索

　
元
代
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
と
な
っ
た
家
系
を
総
括
的
に
述
べ
た
史
料
は
な
い
。
そ
こ
で
、
諸
史
料
中
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
家
系
を

探
索
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
探
索
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
た
の
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
1
、
「
蒙
古
軍
都
元
帥
」
「
蒙
古
軍
都
万

戸
」
「
蒙
古
軍
万
戸
」
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
名
称
を
含
む
類
似
の
名
称
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
職
務
を
帯
び
た
人
物
を
出
し
た
家
系
で
あ
る
こ
と
。

2
、
そ
の
家
を
長
と
す
る
軍
団
が
華
北
に
駐
屯
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
。
3
、
家
系
の
歴
史
を
少
な
く
と
も
南
宋
征
服
戦
ま
で
た
ど
り

う
る
こ
と
。
1
の
条
件
を
充
た
す
人
物
を
諸
史
料
か
ら
探
し
、
文
集
、
石
刻
書
な
ど
に
収
め
ら
れ
た
碑
誌
伝
状
な
ど
の
伝
記
史
料
か
ら
2
、
3

の
条
件
を
充
た
す
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
。

　
以
上
の
作
業
か
ら
探
し
得
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
家
系
は
以
下
の
七
家
で
あ
る
。
A
・
ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
ス
ベ
エ
テ
イ
家
、
B
・
ジ
ャ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

イ
ル
部
族
ブ
ジ
活
ク
家
、
C
・
ナ
イ
マ
ン
部
族
マ
チ
ャ
家
、
D
・
タ
ン
グ
ト
部
族
チ
ャ
ガ
ン
家
、
E
・
マ
ン
グ
ト
部
族
ボ
ロ
ゴ
ン
家
、
F
・
フ

ウ
シ
ソ
部
族
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
、
G
・
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
チ
ョ
ル
カ
ン
家
。

　
以
上
挙
げ
た
尊
家
は
、
当
然
な
が
ら
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
一
の
条
件
を
充
た
し
て
も
、
部
族
・
家
系
を
た
ど
り
得

な
い
人
物
は
入
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
心
安
陥
落
後
の
南
宋
帝
室
追
討
の
際
、
「
蒙
古
漢
軍
都
元
帥
」
と
な
り
、
例
外
的
に
「
蒙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

古
里
」
を
率
い
た
漢
人
軍
閥
の
張
弘
範
、
タ
ン
グ
ト
人
の
旧
西
夏
王
家
の
李
恒
の
家
系
は
今
回
取
り
上
げ
な
い
。
た
だ
し
、
タ
ン
グ
ト
人
の
チ

ャ
ガ
ン
は
、
若
い
時
か
ら
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
「
第
五
子
」
と
し
て
育
ち
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
身
分
を
得
た
人
物
で
あ
る
の
で
、
彼
の
家
系
は
考

察
の
対
象
と
す
る
。

　
次
に
こ
れ
ら
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
七
家
に
つ
い
て
、
家
系
の
性
格
・
地
位
、
歴
代
の
軍
団
の
長
と
し
て
の
履
歴
、
軍
団
長
と
し
て
の
職
名
、



男
惚
名
、
本
拠
地
に
つ
い
て
各
々
検
討
す
る
。
軍
団
長
の
職
名
、
軍
県
名
は
、
「
　
」
で
か
こ
み
、
伝
記
史
料
な
ど
に
記
さ
れ
る
と
お
り
に
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

記
す
る
。
な
お
、
F
・
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
と
G
・
チ
ョ
ル
カ
ソ
家
に
つ
い
て
は
、
松
田
孝
一
氏
の
論
考
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
二
家

に
つ
い
て
は
原
史
料
に
よ
り
つ
つ
も
、
略
述
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

①
『
集
史
』
部
族
考
で
は
、
タ
ソ
グ
ト
も
ウ
リ
ャ
ン
カ
ソ
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
な
ど
と

　
同
様
に
部
族
（
ρ
窒
ヨ
）
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
「
タ
ソ

グ
ト
部
族
」
と
記
す
。
（
閑
9
・
ω
冨
ユ
ρ
〒
U
塁
国
黛
と
一
下
頴
§
銭
倒
島
．
庸
、
ミ
、

　
勘
㌣
冒
鼠
為
ミ
靴
墨
ω
．
富
練
窪
σ
口
ど
↓
o
鷲
鼻
竺
ω
碧
㊤
覧
心
密
㊦
9
仏
体
慈
℃
げ
塁
。
ω
押

　
即
①
＜
窪
一
鐙
◎
。
』
。
。
溝
～
伊
以
下
即
器
鉱
3
｝
自
あ
蕉
ρ
奪
ミ
h
ミ
自
ミ
ー
隷
ミ
、
§
．

　
月
9
｛
押
舌
2
鳳
、
巷
岡
ヨ
一
・
お
9
ざ
↓
突
n
J
三
。
6
【
お
p
H
O
①
α
．
℃
．
G
。
b
。
一
．
以
下
〉
自

　
ω
髭
①
）

②
　
二
人
が
「
蒙
古
漢
軍
都
元
帥
」
と
な
っ
た
の
は
、
至
元
十
五
年
（
一
一
一
七
八
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
A
・
ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
ス
ベ
エ
テ
イ
家

塾
弘
長
は
南
宋
減
亡
後
、
十
七
年
に
没
し
、
李
恒
は
十
九
年
に
軍
職
を
解
か
れ
て

　
い
る
が
、
子
孫
は
い
ず
れ
も
こ
の
職
を
継
い
で
い
な
い
。
南
宋
帝
室
追
討
の
際
の

臨
晦
的
な
措
置
と
考
え
る
。
ま
た
漢
人
張
弘
範
が
「
蒙
古
軍
」
を
率
い
た
こ
と
は

　
例
外
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
張
弘
範
の
墓
志
に
、
「
蒙
古
漢
軍
都
」
7
5
帥
を
拝
す
。

　
漢
人
の
蒙
古
軍
を
兼
ね
統
ぶ
る
は
国
朝
来
だ
此
の
比
有
ら
ず
。
」
と
記
す
の
は
、

　
そ
れ
を
物
語
る
。
（
「
河
北
易
県
発
現
元
代
張
弘
範
墓
志
」
、
圃
文
物
』
一
九
八
六
年

　
第
二
期
。
）
『
元
史
』
巻
一
五
穴
張
弘
範
伝
な
ど
も
同
様
の
こ
と
を
記
す
。

③
は
し
が
き
註
②
松
田
論
文
。

元代華北のモンゴル軍団長の家系（堤）

　
『
元
朝
秘
史
』
に
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
〃
四
狗
”
の
一
人
と
し
て
そ
の
活
躍
が
描
か
れ
る
ス
ベ
エ
テ
イ
（
①
雲
叢
壁
。
り
窪
①
、
簿
9
を
以
て
家
の

名
と
す
る
。

　
こ
の
家
の
属
す
る
ウ
リ
ャ
ン
カ
ソ
（
碍
寅
づ
σ
・
ρ
窪
）
部
族
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
成
立
以
前
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
部
族
に
隷
属
し
た
「
譜
代
の
隷
臣
（
α
3
σ
q
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

σ
。
N
9
」
の
部
族
で
あ
る
。
ま
た
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ス
ベ
エ
テ
イ
が
形
成
し
た
千
戸
集
団
が
ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
の
み
か
ら
成
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
部
族
長
の
家
系
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
お
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
家
系
が
ト
ゥ
ル
イ
家
と
の
繋
が
り

が
強
い
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
①
ス
ベ
エ
テ
イ
は
当
初
は
質
子
と
し
て
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
ケ
シ
ク
に
入
り
、
次
い
で
「
百
夫
長
」
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
戦
功
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

得
た
民
に
よ
っ
て
千
戸
集
団
を
形
成
し
、
「
千
戸
長
（
¢
ヨ
同
同
一
O
　
げ
Φ
N
餓
目
Φ
）
」
と
な
っ
た
。
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ
i
国
お
よ
び
キ
プ
チ
ャ
ク
草
原
遠
征
後
に
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は
、
征
服
し
た
メ
ル
キ
ッ
ト
、
ナ
イ
マ
ン
、
ケ
レ
イ
ト
、
キ
プ
チ
ャ
ク
等
の
部
族
か
ら

②
稼
　
　
　
璽
霰
　
静
　
な
る
軍
団
を
率
い
た
と
考
え
寧
オ
ゴ
デ
イ
．
ヵ
ア
ソ
の
覇
征
服
戦
で
は
・
藁
情

A
　
兀
　
　
　
　
　
　
・
忽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
千
戸
と
は
別
に
千
戸
集
団
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

図
古

系
蒙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
ク
ク
テ
イ
（
闊
闊
帯
囚
鐸
簿
9
。
『
集
史
』
部
族
考
お
よ
び
チ
ソ
ギ
ス
・
ハ
ン
紀
と

も
ス
ベ
エ
テ
イ
の
千
戸
は
ク
ク
チ
ェ
（
貫
穿
旨
）
が
継
い
だ
と
伝
え
る
。
前
稿
で
は
保
留
し
た
が
、
こ
の
ク
ク
チ
ュ
と
、
李
壇
の
乱
鎮
圧
直
後
の

早
縄
三
年
九
月
に
劇
中
に
没
し
、
そ
の
後
を
④
の
ア
ジ
ュ
が
継
い
だ
「
都
元
帥
」
の
闊
闊
帯
（
ク
ク
テ
イ
）
は
、
史
料
不
足
な
が
ら
同
一
人
物
と

考
え
る
。
す
る
と
ス
ベ
エ
テ
イ
の
死
後
も
そ
の
千
芦
集
団
は
河
南
に
駐
屯
し
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
④
ア
ジ
ェ
（
阿
尤
と
償
）
は
父
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
と
雲
煙
に
遠
征
し
た
時
は
何
の
地
位
に
も
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
後
、

そ
の
ケ
シ
ク
の
将
軍
と
し
て
対
気
宋
前
線
に
派
遣
さ
れ
た
。
③
ク
ク
テ
イ
の
死
後
、
「
征
南
都
元
帥
」
を
継
ぎ
、
汁
梁
を
根
拠
地
に
「
南
辺
の

蒙
古
分
担
」
を
率
い
る
こ
と
と
な
っ
た
。
至
元
九
年
（
一
二
七
二
）
嚢
陽
包
囲
戦
の
途
中
で
、
蒙
古
軍
は
ア
ジ
ュ
、
早
旦
は
劉
整
が
分
担
し
て
率

い
る
こ
と
と
な
り
、
ア
ジ
ュ
は
「
蒙
古
都
元
帥
」
と
称
さ
れ
た
。
同
年
九
月
に
絶
壁
章
事
、
嚢
陽
陥
落
後
の
十
年
四
月
に
「
剤
湖
枢
密
院
の
事

を
行
」
し
た
。
歪
元
十
一
年
に
「
荊
湖
行
省
」
の
平
章
政
事
、
潅
菓
の
揚
州
包
囲
戦
最
中
の
十
二
年
に
中
書
左
丞
相
に
昇
進
し
た
が
、
「
都
元

帥
」
の
職
は
保
ち
続
け
た
。
潅
東
を
平
定
し
入
注
し
た
翌
年
十
四
年
に
は
「
四
十
万
人
を
選
び
、
關
に
赴
く
」
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
し
て
諸
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元代華北のモンゴル軍団長の家系（堤）

王
シ
リ
ギ
の
乱
平
定
に
向
か
う
。
さ
ら
に
対
カ
イ
ド
ウ
戦
線
に
赴
き
、
三
元
十
七
年
（
＝
一
八
○
）
末
に
天
山
北
麓
の
ビ
シ
ュ
バ
リ
ク
で
病
没
し

⑧
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
⑤
ブ
リ
ン
ギ
ダ
イ
（
不
憐
吉
ダ
b
σ
鼠
昌
α
q
凱
繊
り
）
の
経
歴
は
至
元
二
十
年
代
に
江
並
行
省
平
章
政
事
と
し
て
、
漸
江
・
福
建
方
面
の
反
乱
を
鎮
定

し
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
ク
ビ
ラ
イ
敷
面
末
か
ら
成
宗
テ
ム
ル
の
初
に
は
、
江
心
行
枢
密
院
同
知
枢
密
心
事
で
あ
っ
た
。
テ
ム
ル
の
末
年
に

は
河
南
行
省
丞
相
で
あ
り
、
後
の
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
と
そ
の
母
ダ
ギ
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
協
力
し
、
そ
の
功
績
で
仁
宗
時
代
に
〃
河
南
王
”

に
封
ぜ
ら
れ
た
。
天
暦
二
年
（
＝
二
二
九
）
以
前
に
没
し
た
。
こ
の
様
に
彼
の
経
歴
を
追
っ
て
も
「
都
元
帥
」
な
ど
軍
団
長
の
職
に
つ
い
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
が
無
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
一
つ
は
ア
ジ
ュ
と
同
様
に
「
都
元
帥
」
等
の
職
は
保
ち
な
が
ら
、
他

の
職
を
兼
任
し
、
兼
任
し
た
職
の
方
が
高
位
で
あ
る
の
で
、
史
料
で
は
そ
ち
ら
の
み
を
記
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
彼
以
外
の
人
物
が
「
蒙
古
（
軍
）

都
元
帥
」
職
を
継
い
だ
。
屠
寄
は
『
墨
壷
児
史
記
』
巻
九
一
阿
駅
伝
で
ブ
リ
ン
ギ
ダ
イ
が
ア
ジ
ュ
の
軍
を
継
い
だ
と
し
、
さ
ら
に
ブ
リ
ン
ギ
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

イ
の
子
と
し
て
⑥
童
童
を
挙
げ
る
が
根
拠
は
未
詳
で
あ
る
。

　
鯨
蝋
名
に
つ
い
て
の
考
察
に
移
る
。
ア
ジ
ュ
が
軍
団
を
率
い
る
こ
と
に
な
っ
た
中
統
三
年
に
は
、
軍
府
は
彼
の
名
を
付
し
て
「
阿
尤
元
帥
府
」

　
　
　
　
　
　
⑪

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
当
時
彼
は
都
元
帥
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
元
帥
と
略
称
し
、
ま
た
都
元
帥
が
他
に
も
い
た
た
め
彼
の
名
を
付
し
た
も
の
と
考

え
る
。
軍
府
名
が
、
職
名
に
「
府
」
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
ア
ジ
ュ
に
つ
い
て
は
「
征
南
都
元
帥
府
」
「
蒙
古
漢
軍
都
元
帥
府
」

「
蒙
古
（
軍
）
都
元
帥
府
」
が
想
定
さ
れ
る
が
、
史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
「
蒙
古
軍
都
元
帥
府
」
で
あ
る
。
こ
の
軍
府
は
、
至
元
二
十
一
年
に

他
の
華
北
の
軍
府
と
合
併
し
て
「
蒙
古
都
万
芦
府
」
と
改
称
さ
れ
る
が
、
『
元
史
』
百
官
志
に
は
「
蒙
古
軍
都
元
帥
府
」
の
記
載
が
あ
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

後
に
分
か
れ
て
旧
称
に
戻
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
か
ら
元
朝
期
に
こ
の
家
が
長
と
な
っ
た
魚
期
名
は
「
蒙
古
軍
監
元
帥
府
」
と
考
え
る
。

　
ア
ジ
ュ
が
下
梁
を
本
拠
地
と
し
た
こ
と
、
こ
の
家
と
沐
梁
の
関
係
は
ス
ベ
エ
テ
イ
の
沐
梁
包
囲
戦
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
前
稿
で
述

べ
た
。
ブ
リ
ン
ギ
ダ
イ
の
代
に
な
っ
て
も
誤
配
を
本
拠
地
と
し
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
成
算
テ
ム
ル
時
代
に
祖
先
三
代
の
廟
を
沐
梁
に

　
　
⑬

建
て
た
こ
と
、
ブ
リ
ン
ギ
ダ
イ
が
沖
梁
を
治
所
と
す
る
河
南
行
省
丞
相
と
な
り
、
河
南
正
の
封
号
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
な
お
、
ア
ジ
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ユ
宛
て
に
、
「
蒙
古
軍
」
が
「
民
田
」
を
牧
地
に
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
命
令
が
出
さ
れ
、
ま
た
ア
ジ
ュ
に
馬
や
馬
を
購
入
す
る
た
め
の
紗
が
支

　
　
　
　
　
　
　
⑭

給
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
軍
団
は
沐
梁
郊
外
に
駐
屯
し
た
と
考
え
る
。
な
お
、
前
稿
で
述
べ
た
汁
梁
・
ト
ー
ラ
河
畔
・
官
山
以
外
で
、
こ
の
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

系
に
関
係
し
て
い
る
華
北
の
地
が
三
箇
所
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
の
家
系
自
身
が
駐
屯
す
る
本
拠
地
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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①
以
下
の
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
記
述
は
、
系
図
を
含
め
、
主
に
王
悸
「
大
元
光
禄
大

　
炎
平
章
政
事
四
百
掛
先
崩
碑
銘
」
（
『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻
五
〇
、
以
下
「
先

　
題
碑
銘
」
）
、
『
先
史
』
巻
＝
＝
、
速
不
要
伝
、
兀
良
欝
欝
伝
、
巻
㎝
二
二
雪
不

　
台
伝
、
巻
ご
一
八
阿
尤
伝
に
依
る
。

②
　
以
下
A
～
G
の
系
図
は
男
系
の
み
で
婚
姻
関
係
は
省
く
。
人
名
に
付
し
た
番
号

　
は
記
述
の
便
の
た
め
で
あ
り
、
承
認
順
を
示
す
も
の
で
な
い
。
軍
団
長
の
職
の
承

　
襲
は
、
「
結
び
」
の
表
2
「
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
冤
・
団
長
の
軍
職
承
襲
表
」
に
記
す
。

③
村
上
正
二
『
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
1
』
（
一
九
七
〇
年
、
平
凡
八
東
洋
文
摩
）
ご
二
九

　
頁
。
「
譜
代
の
隷
臣
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
亦
郵
真
「
関
干
十
一
十
二
世
紀
的

　
李
斡
勒
」
（
『
元
受
論
叢
』
第
三
号
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。
な
お
、
『
集
史
駄
部
族

　
考
ウ
リ
ャ
ソ
カ
ソ
部
族
の
項
に
は
混
乱
が
あ
る
。
別
の
部
族
と
し
て
立
項
さ
れ
て

　
い
る
「
森
の
ウ
リ
ャ
ソ
カ
ン
部
族
」
の
千
戸
長
ウ
ダ
ジ
が
α
9
σ
q
9
σ
o
㌣
2
で
あ
る
と

　
の
記
礁
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
の
理
由
は
未
詳
。
（
図
器
葺
O
．

　
。
。
一
げ
＼
卜
。
刈
～
ω
b
。
p
＼
9
＞
薯
ω
碧
ρ
竈
．
。
。
。
。
7
ω
。
。
。
。
・
）

④
『
元
朝
秘
史
』
巻
九
、
第
二
一
二
節
。
「
ジ
ェ
ベ
、
ス
ベ
エ
テ
イ
の
二
人
は
己

　
が
獲
ち
得
た
る
、
己
が
集
め
置
き
た
る
〔
民
草
ど
も
〕
に
よ
り
て
、
千
〔
戸
〕
の

　
長
と
な
り
て
、
統
べ
お
る
べ
し
、
と
宣
い
、
」
訳
文
は
村
上
正
二
『
モ
ン
ゴ
ル
秘
史

　
3
駈
（
一
九
七
占
脚
質
、
平
げ
几
社
東
洋
文
下
歯
、
　
一
二
七
胃
貝
。
）
に
よ
る
。
本
m
田
實
億
旧
「
チ

　
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
軍
制
と
部
族
制
」
（
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版

　
会
、
一
九
九
　
年
）
四
九
頁
参
照
。

⑤
　
「
先
廟
碑
銘
」
（
卜
。
σ
～
。
。
p
、
四
部
叢
刊
本
）
「
使
を
遣
わ
し
て
、
奏
し
て
減
里
吉
・

　
乃
蛮
・
怯
烈
・
杭
斤
・
三
郷
等
の
千
戸
を
以
て
別
に
一
軍
－
を
為
す
を
乞
う
。
」
『
元

　
史
』
巻
一
二
一
速
不
台
伝
に
も
同
意
の
記
事
が
あ
る
。

⑥
　
　
『
元
史
隔
巻
二
、
太
宗
本
紀
、
四
年
（
一
二
三
二
）
三
月
、
五
年
夏
四
月
。
王

　
国
維
『
聖
武
親
征
録
校
注
』
壬
辰
三
月
、
癸
巳
春
正
月
。
陳
樫
『
運
脚
続
編
』
巻

　
二
一
、
紹
定
五
年
正
月
、
十
二
月
、
六
年
正
月
の
各
記
事
に
依
る
。

⑦
下
血
の
註
⑰
参
照
。

⑧
　
ア
ジ
ュ
の
死
に
は
粗
矛
盾
す
る
二
つ
の
記
録
が
あ
る
。
一
つ
は
、
『
元
期
』
巻
一

　
一
、
世
祖
本
紀
八
、
至
元
十
七
年
十
二
月
末
の
「
左
丞
相
阿
乖
、
西
辺
を
巡
歴
し
、

　
別
十
八
里
（
ビ
シ
ュ
バ
リ
ク
）
に
至
り
て
疾
を
以
て
卒
す
。
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ

　
は
、
「
先
聰
碑
銘
」
、
そ
れ
に
基
づ
く
『
国
朝
名
臣
購
略
』
巻
軸
、
丞
相
河
南
武
定

　
王
、
及
び
『
元
史
』
巻
一
二
八
、
阿
唱
酬
で
あ
る
。
そ
れ
ら
で
は
、
「
（
至
元
）
二

　
十
三
年
、
命
を
奉
じ
て
北
の
か
た
藩
王
昔
御
津
等
を
伐
つ
。
明
年
凱
旋
し
、
継
い

　
で
西
征
し
、
三
幅
濠
州
（
カ
ラ
コ
ジ
ョ
）
に
至
り
、
疾
を
以
て
蕩
ず
。
」
（
「
先
回
碑

　
銘
」
）
と
、
没
年
、
地
と
も
本
紀
と
異
な
る
。
こ
れ
ら
工
種
の
記
録
を
合
理
的
に

　
解
釈
し
た
の
は
屠
寄
の
『
蒙
兀
児
史
記
』
巻
八
、
忽
墓
参
可
汗
本
紀
の
該
当
記
事

　
の
註
で
あ
る
。
彼
は
、
元
史
列
俵
の
二
十
三
年
の
紀
年
を
十
三
年
の
誤
り
と
し
、

　
「
昔
刺
木
」
を
「
撤
里
蛮
（
サ
ル
バ
ン
）
」
の
別
表
記
と
考
え
、
没
地
も
元
史
本
紀

　
に
依
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
「
昔
刺
木
」
の
「
木
」
は
む
し
ろ
誤
記
の
可
能
性
が
高

　
い
と
考
え
る
が
、
本
紀
に
依
る
べ
し
と
す
る
屠
寄
の
説
に
は
従
い
た
い
。
シ
リ
ギ

　
の
乱
に
は
布
団
も
あ
り
（
村
岡
倫
「
シ
リ
ギ
の
乱
」
、
『
東
洋
史
苑
』
二
四
・
二
五
、

　
一
九
八
五
年
）
、
当
時
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
、
対
カ
イ
ド
ウ
前
線
に
つ
い
て
の
考
究
を

　
進
め
た
い
。

⑨
以
下
の
ブ
リ
ン
ギ
ダ
イ
の
経
歴
は
、
嶋
元
史
』
巻
一
二
、
至
元
二
十
年
十
月
庚
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子
・
・
巻
一
五
、
　
二
十
山
ハ
年
㎜
岡
↓
i
日
月
甲
内
野
丁
；
巻
一
論
ハ
、
　
二
十
七
加
ヰ
十
－
一
周
〃
戊
申
；
巻

　
一
七
、
三
十
年
二
月
丙
申
；
巻
一
入
、
三
十
一
年
九
月
庚
申
；
巻
二
五
、
延
祐
元

　
年
六
月
戊
子
；
巻
九
九
、
兵
志
二
、
二
成
、
至
元
一
一
十
七
年
十
～
月
の
各
条
及
び

　
巻
一
ご
　
一
挙
加
〒
夕
伝
、
忙
兀
直
伝
、
巻
＝
二
七
察
軍
伝
、
巻
一
七
八
王
約
伝
に
依

　
る
。
陶
宗
儀
『
南
，
下
平
零
墨
』
巻
一
五
「
河
南
王
」
は
、
ブ
リ
ン
ギ
ダ
イ
の
寛
容

　
と
権
勢
を
物
語
る
挿
話
で
あ
る
。
ま
た
、
『
宋
元
謀
案
』
・
『
宋
元
詩
嚢
補
遺
』
巻

　
九
〇
、
魯
斎
学
案
で
は
、
彼
が
許
衡
か
ら
教
え
を
受
け
た
こ
と
を
記
す
が
典
拠
は

　
未
詳
。

⑩
『
蒙
兀
児
史
記
』
巻
九
一
阿
飛
伝
。
童
童
が
中
奉
大
夫
、
集
賢
侍
講
学
士
で
あ

　
つ
た
と
の
み
記
す
。
こ
の
名
の
人
物
を
『
元
史
』
に
求
め
る
と
三
箇
所
に
出
て
く

　
る
（
巻
三
〇
、
泰
定
四
年
八
月
壬
辰
、
巻
三
五
、
至
順
二
年
三
月
割
巳
、
九
月
癸

　
巳
）
。
泰
定
四
年
（
＝
一
三
七
）
に
河
南
行
省
平
章
政
審
と
し
て
、
文
猛
撃
順
二
年

　
（
＝
壬
三
）
に
は
二
月
に
江
漸
行
省
平
章
政
蟻
と
し
て
、
九
月
に
皇
帝
の
肖
像

　
を
納
め
る
寺
院
と
そ
の
財
産
管
理
を
つ
か
ざ
ど
る
諸
費
宗
黒
瀬
と
し
て
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
全
て
が
嗣
一
人
物
で
ア
ジ
ュ
の
子
だ
と
断
定
す
る
だ
け
の
材
料
は
な
い
。

　
し
か
し
、
河
南
、
江
早
行
省
と
も
ブ
リ
ン
ギ
ダ
イ
が
高
官
を
務
め
た
こ
と
、
か
つ

　
泰
定
の
記
事
で
駈
詰
が
「
世
々
河
南
に
官
た
り
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
泰

　
定
と
至
順
二
年
二
月
の
童
童
は
ブ
リ
ソ
ギ
ダ
イ
の
子
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
三

　
箇
所
と
も
御
史
に
弾
劾
さ
れ
た
至
宝
で
あ
り
、
至
順
二
年
二
月
に
は
実
際
に
免
官

　
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
同
一
人
物
と
す
れ
ば
、
童
童
は
当
時
朝
廷
と
の
聞

　
に
摩
擦
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
騰
馬
が
軍
団
長
で
あ
っ
た
と
す

　
る
記
録
は
見
出
だ
せ
な
い
。
な
お
、
ス
ベ
エ
テ
イ
の
兄
ク
ル
グ
ン
（
忽
魯
渾
）
の

　
系
統
に
も
ア
ジ
ュ
の
「
都
元
帥
」
の
職
を
継
い
だ
者
は
い
な
い
（
黄
溜
「
江
漸
行

　
中
書
省
平
章
政
事
贈
太
傅
安
慶
武
豊
王
神
道
碑
」
『
金
華
黄
先
生
文
集
』
巻
二
四
、

　
ク
ル
グ
ン
の
孫
イ
エ
ス
デ
ル
（
テ
ム
ル
）
の
神
道
碑
）
。

⑪
　
『
永
楽
大
典
』
巻
　
九
四
一
六
、
姑
赤
、
所
収
の
経
世
大
典
、
中
統
三
年
四
月

　
一
二
日
マ
マ
の
条
。
こ
れ
は
、
河
南
、
四
川
の
前
線
の
都
元
帥
、
万
戸
を
は
じ
め

　
と
す
る
「
軍
官
」
た
ち
か
ら
パ
イ
ザ
を
回
収
す
る
こ
と
を
命
じ
た
ク
ビ
ラ
イ
の
聖

　
旨
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
次
に
載
る
二
十
日
の
聖
旨
は
、
各
路
の
宣
慰
司
に
対
す

　
る
同
種
の
命
令
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
二
つ
の
記
事
が
、
『
元
史
』
再
思
、
世
祖
本
紀

　
二
、
中
統
三
年
十
二
月
壬
申
（
二
十
日
）
の
「
使
を
遣
わ
し
て
諸
路
の
軍
民
官
の

　
海
青
牌
及
び
駅
券
を
収
写
せ
し
む
。
」
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
十
二
日
が
十
二

　
月
の
誤
記
で
、
丁
年
九
月
に
ア
ジ
ュ
が
都
元
帥
に
な
っ
た
と
の
記
窮
に
矛
盾
し
な

　
い
こ
と
が
分
か
る
。

⑫
『
元
史
騒
巻
～
三
、
至
元
二
十
一
年
六
月
庚
申
、
「
蒙
古
都
元
帥
府
を
改
め
て
蒙

　
古
都
万
戸
府
と
為
す
。
」
、
巻
八
六
、
百
官
志
二
、
河
南
灘
北
蒙
古
軍
都
万
戸
府
、

　
「
至
元
二
十
四
年
、
四
万
戸
奥
燕
岳
を
以
て
、
改
め
て
蒙
古
軍
都
万
戸
府
と
為

　
す
。
」
、
同
、
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
府
、
「
至
元
二
十
一
年
、
統
軍
司
元
帥
府

　
を
罷
め
、
蒙
古
軍
都
万
戸
府
を
立
つ
。
」
、
巻
九
一
、
百
官
志
七
、
都
元
帥
府
、
「
蒙

　
古
軍
」
。

⑬
　
　
「
先
廟
碑
銘
」
の
始
め
に
、
成
宗
の
元
貞
元
年
の
追
贈
追
封
と
廟
建
設
の
経
緯

　
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑭
『
元
史
』
巻
落
、
中
統
四
月
正
月
乙
酉
、
七
月
壬
寅
；
巻
六
、
至
元
三
年
二
月

　
乙
酉
；
『
通
制
条
格
』
巻
一
六
、
量
質
、
軍
馬
擾
民
（
中
統
四
年
正
月
）
の
各
条
は

　
ア
ジ
ェ
魔
下
の
蒙
古
軍
が
民
田
を
牧
地
に
す
る
の
を
禁
じ
た
も
の
。
『
元
塩
』
巻

　
五
、
中
陰
四
年
八
月
辛
亥
；
巻
六
、
至
元
二
年
六
月
辛
未
、
『
大
二
品
政
記
』
和

　
買
馬
、
中
統
四
年
八
月
四
日
、
至
元
六
年
・
二
月
二
十
二
目
の
各
条
は
、
ア
ジ
ュ
鷹

　
下
の
軍
に
馬
ま
た
は
馬
購
入
の
た
め
の
紗
（
馬
価
紗
）
を
支
給
す
る
記
事
で
あ
る
。

⑮
そ
の
第
一
は
山
東
の
開
州
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
か
っ
て
「
阿
醇
厚
大
官
人
祠
堂
」

　
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
（
正
徳
）
大
名
府
志
』
巻
四
、
綱
祀
憲
、
廟
貌
、
論
叢
に
見
え

　
る
（
こ
の
「
阿
難
論
（
ア
ジ
ェ
ル
）
大
官
人
」
が
、
後
に
河
南
王
に
（
追
）
封
さ

　
れ
た
と
の
記
載
か
ら
、
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
ア
ジ
ュ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
）
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
か
つ
て
ア
ジ
ュ
が
こ
の
地
を
通
過
し
た
際
、
反
乱
が
起
こ
っ
た
。

　
鎮
圧
後
の
処
刑
の
時
、
ア
ジ
ュ
が
加
担
者
と
そ
う
で
な
い
者
の
区
鋼
を
厳
密
に
し
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た
た
め
、
三
分
の
こ
が
助
か
っ
た
。
ま
た
、
河
北
に
駐
屯
し
て
い
た
軍
団
の
横
暴

を
取
り
締
ま
っ
た
の
で
、
民
は
恩
に
感
じ
て
岡
堂
を
建
て
た
と
い
う
。
ア
ジ
ュ
自

身
は
開
州
に
駐
屯
し
た
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
の
軍
団
を
指
揮
下
に
置
い
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
闘
州
に
駐
屯
し
て
い
た
「
蒙
古
軍
」
は
、
ト
ル
コ
系
の
カ
ル

ル
ク
部
族
で
あ
る
（
『
元
史
』
巻
一
九
〇
、
伯
顔
伝
、
『
（
正
徳
）
大
名
府
志
』
巻

一
〇
、
伯
顔
宗
道
伝
）
。
ま
た
銭
大
断
が
『
元
統
元
年
進
士
録
』
を
根
拠
と
し
て

挙
げ
る
託
本
も
、
こ
の
地
に
い
た
カ
ル
ル
ク
族
で
あ
る
。
な
お
、
「
阿
窺
律
大
官

人
綱
堂
」
の
記
事
の
存
在
は
池
内
功
「
元
朝
に
お
け
る
蒙
漢
通
婚
と
そ
の
背
景
」

（『

A
ジ
ア
諸
民
族
に
お
け
る
粒
会
と
文
化
』
、
一
九
八
四
年
）
に
よ
り
知
っ
た
。

第
二
は
江
蘇
の
泰
興
梁
で
あ
る
。
南
宋
の
両
潅
地
方
平
定
の
功
に
よ
り
、
こ
の
地

の
二
千
戸
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
の
関
係
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
。
『
元
史
』

巻
九
五
、
食
貨
志
三
、
歳
賜
で
は
、
ス
ベ
エ
テ
イ
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
ど
ち
ら
の

項
に
も
こ
の
地
の
記
載
が
無
い
。
第
三
は
現
在
の
南
京
で
あ
る
。
元
勲
の
地
方
志

『
至
正
金
陵
懇
志
』
巻
一
「
鋼
重
路
城
之
図
」
に
付
さ
れ
た
「
集
線
路
治
要
敬
」

に
「
河
南
王
宅
（
旧
総
領
所
）
」
と
見
え
る
。
河
南
王
と
は
⑤
ブ
リ
ソ
ギ
ダ
イ
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
地
図
は
不
鮮
明
で
ど
こ
に
あ
た
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
南
宋

時
代
の
旧
総
領
所
を
転
用
し
た
こ
と
を
手
が
か
り
に
し
て
南
宋
末
の
『
景
定
建
康

志
』
巻
五
の
府
城
翠
蔓
を
見
る
と
総
領
所
は
城
内
の
中
心
部
に
あ
る
。
こ
れ
は
、

彼
が
建
康
を
治
所
と
す
る
江
准
行
省
の
平
壌
政
事
、
江
潅
行
枢
密
院
の
同
知
枢
密

院
事
で
あ
っ
た
時
に
居
塾
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
南
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
官
職
に

就
い
た
場
合
は
、
軍
団
を
伴
わ
ず
都
市
居
住
者
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
。
な
お
、

至
正
年
間
の
地
誌
に
こ
の
記
事
が
あ
る
の
は
、
元
宋
に
至
る
ま
で
こ
の
家
系
の
居

宅
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
。
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①

B
・
ジ
ヤ
ラ
イ
ル
部
族
ブ
ジ
ェ
ク
家

　
こ
の
家
系
で
知
り
得
る
最
初
の
人
物
ブ
ジ
ェ
ク
（
①
揆
徹
じ
ご
ε
Φ
σ
q
）
に
よ
り
家
名
と
し
た
。
こ
の
家
は
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
出
身
で
は
あ
る
が
、

有
名
な
ム
カ
リ
の
ジ
ャ
ラ
イ
ル
国
王
家
で
は
な
く
、
ま
た
ジ
ャ
ラ
イ
ル
の
ど
の
系
統
で
あ
る
か
も
分
か
ら
な
い
。
ブ
ジ
ェ
ク
が
チ
ン
ギ
ス
・
ハ

ン
の
ケ
シ
ク
で
コ
ル
チ
や
バ
ウ
ル
チ
で
あ
っ
た
た
め
か
、
『
秘
史
』
の
八
八
功
臣
、
『
三
期
』
の
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
軍
隊
」
と
も
千
戸
長
と

し
て
彼
の
名
は
見
え
な
い
。

　
①
ブ
ジ
ェ
ク
は
今
も
述
べ
た
よ
う
に
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
ケ
シ
ク
で
コ
ル
チ
、
バ
ウ
ル
チ
を
つ
と
め
、
オ
ゴ
デ
イ
時
代
に
握
玉
・
陳
西
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

金
と
の
戦
い
で
戦
死
し
た
。

　
②
イ
ェ
ル
ゲ
ン
（
也
塁
干
く
Φ
急
σ
q
魯
り
）
は
、
父
の
コ
ル
チ
、
バ
ゥ
ル
チ
の
職
を
継
い
だ
が
、
オ
ゴ
デ
イ
の
命
で
、
ト
ゥ
ル
イ
の
庶
子
ジ
ュ
リ
ケ

　
　
　
　
《
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（
岳
里
吉
局
量
冨
）
の
ケ
シ
ク
の
長
（
「
番
衛
之
長
し
、
「
衛
士
長
」
）
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
家
系
が
ト
ゥ
ル
イ
家
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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　；系図B：ジャライル部族ブジェク家
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軍
は
や
は
り
「
蒙
古
軍
馬
軍
」

五
月
バ
ヤ
ン
が
ク
ビ
ラ
イ
に
会
う
た
め
戦
線
を
離
れ
た
際
、
代
わ
っ
て
建
康
に
駐
屯
し
行
中
書
省
の
参
知
政
事
と
な
っ
た
。

丞
と
進
み
、
ま
た
江
東
宣
撫
使
、
准
菓
宣
毒
婦
と
し
て
そ
の
地
の
平
定
に
あ
た
っ
た
。
最
後
に
は
至
元
ナ
八
年
、
第
二
次
日
本
遠
征
の
総
帥
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

本
行
省
左
下
相
と
な
っ
た
が
皆
労
（
雲
州
）
で
出
帆
直
前
に
病
死
し
た
。
こ
れ
ら
の
間
も
「
（
上
）
万
戸
」
の
職
は
保
ち
続
け
て
い
た
と
考
え
る
。

　
④
拝
降
。
ア
ラ
ガ
ン
の
没
時
、
そ
の
子
イ
エ
ス
デ
ル
が
幼
か
っ
た
た
め
、
イ
エ
ス
デ
ル
の
族
兄
の
雪
降
が
「
万
戸
」
を
継
ぎ
軍
団
を
率
い
た
。

軍
功
に
よ
り
江
准
行
枢
密
院
の
聖
書
枢
密
院
裏
、
江
潅
行
省
暑
湿
、
福
建
行
省
右
丞
、
河
南
行
省
平
章
政
事
を
歴
任
す
る
が
、
や
は
り
「
万
戸
」

の
職
を
有
し
そ
の
軍
団
を
保
ち
続
け
た
。

　
⑤
イ
エ
ス
デ
ル
（
野
速
迭
児
く
Φ
。
。
ま
9
。
成
宗
テ
ム
ル
の
元
貞
元
年
（
一
二
九
五
）
、
大
カ
ア
ン
の
代
替
り
に
際
し
て
、
彼
が
拝
降
に
代
わ
り
「
左

手
蒙
古
軍
万
戸
し
を
継
い
だ
。
武
宗
、
仁
宗
、
英
宗
、
認
定
帝
時
代
も
そ
の
職
を
保
っ
た
。
黒
影
帝
死
後
の
「
天
暦
の
内
乱
」
で
、
彼
は
河
南

　
金
減
亡
後
の
一
二
三
五
年
、
お
そ
ら
く
ジ
ェ
リ
ケ
の
天
折
後
、
オ
ゴ
デ
イ
の
子
ク
チ
ュ
、
ク
ト
ク
の
南
宋
遠

征
に
従
い
、
そ
の
功
で
「
万
戸
」
と
な
る
。
ク
チ
ュ
の
死
後
、
ベ
ル
グ
テ
イ
家
の
コ
ウ
ン
ブ
カ
の
次
に
D
の
タ

ン
グ
ト
部
族
の
チ
ャ
ガ
ン
が
総
帥
と
な
っ
た
。
イ
ェ
ル
ゲ
ン
は
そ
の
副
将
と
な
り
「
天
下
馬
歩
禁
軍
都
元
帥
」

と
し
て
対
南
砂
前
線
に
駐
屯
し
た
「
諸
翼
蒙
古
漢
軍
馬
」
を
率
い
た
と
い
う
。

　
憲
宗
モ
ン
ケ
時
代
も
チ
ャ
ガ
ン
と
イ
ェ
ル
ゲ
ン
を
将
と
す
る
「
蒙
古
諸
軍
」
が
前
線
の
両
刃
攻
略
の
た
め
に

駐
屯
す
る
体
制
が
続
い
や
チ
・
ガ
ソ
の
死
後
は
イ
・
ル
ゲ
ソ
が
彼
の
地
位
を
継
い
で
・
一
翼
軍
馬
都
元
帥
」

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
モ
ン
ケ
時
代
末
の
＝
一
五
八
年
、
潅
東
の
要
地
揚
州
の
攻
略
戦
で
戦
死
し
た
。

　
③
ア
ラ
ガ
ソ
（
阿
刺
筆
と
避
窪
）
は
、
父
を
継
い
で
「
諸
翼
軍
馬
都
元
帥
」
と
な
り
そ
の
軍
を
統
率
し
た
。
ク

ビ
ラ
イ
の
南
平
遠
征
、
対
ア
リ
ク
ブ
ケ
戦
、
李
壇
の
乱
鎮
圧
に
参
加
し
、
「
都
元
帥
」
の
地
位
を
保
っ
た
。
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

元
帥
ア
ジ
ュ
の
魔
下
に
入
っ
た
た
め
、
至
元
四
年
（
＝
一
六
七
）
に
「
上
万
戸
」
に
格
下
げ
さ
れ
た
が
、
率
い
る

「
蒙
古
漢
軍
」
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ュ
の
嚢
陽
包
囲
戦
、
バ
ヤ
ン
・
ア
ジ
ュ
の
南
宋
遠
征
に
従
い
、
至
元
十
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
に
左
丞
、
右
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行
早
世
章
政
事
の
メ
ル
キ
ッ
ト
部
族
の
バ
ヤ
ン
に
協
力
し
文
宗
ト
ク
・
テ
ム
ル
側
に
つ
き
、
そ
の
勝
利
に
貢
献
し
た
。
そ
の
功
に
よ
り
「
山
東

河
北
蒙
古
軍
都
万
戸
」
に
昇
進
し
、
さ
ら
に
そ
の
山
東
河
北
蒙
古
軍
万
戸
府
が
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
府
」
と
改
称
、
従
二
品
に
格
上
げ

　
　
⑦

さ
れ
て
、
そ
の
長
の
「
大
都
督
」
の
一
人
と
な
っ
た
。
順
帝
の
後
中
元
六
年
十
二
月
以
前
に
没
し
た
。

　
⑥
ト
ゴ
ン
（
脱
歓
日
3
2
）
は
、
河
南
、
江
西
、
湖
広
、
江
漸
の
各
行
省
、
江
南
、
陳
酉
の
各
行
御
史
台
の
高
官
を
歴
任
し
た
。
兄
イ
エ
ス
デ

ル
の
死
後
も
「
万
戸
」
な
ど
の
軍
団
長
の
職
を
継
い
だ
こ
と
は
伝
記
史
料
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
兼
任
を
史
料
が
記
し
て
い
な
い
可
能
性
も

あ
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
家
系
の
別
の
人
物
が
軍
団
長
の
職
を
継
い
で
い
た
も
の
と
考
え
る
。

　
軍
府
名
に
つ
い
て
考
え
る
。
①
ブ
ジ
ェ
ク
、
②
イ
ェ
ル
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
未
詳
。
③
ア
ラ
ガ
ン
が
万
戸
と
し
て
率
い
て
い
た
当
時
、
軍
府
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

彼
の
名
を
付
し
て
「
阿
刺
準
万
戸
府
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
⑤
イ
エ
ス
デ
ル
の
時
に
は
「
左
手
万
戸
府
」
と
称
さ
れ
た
。
こ
の
「
左
手
万
戸
府
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
、
天
暦
の
内
乱
後
、
彼
が
そ
の
長
の
一
人
と
な
っ
た
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
府
」
を
構
成
す
る
六
万
岸
里
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
家
は
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
府
」
の
長
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
左
手
万
戸
府
」
の
長
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
こ
の
家
の
本
拠
地
と
考
え
ら
れ
る
の
は
曹
州
（
済
陰
県
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
元
十
八
年
遅
没
し
た
③
ア
ラ
ガ
ン
が
「
曹
州
済
半
里
郭
村
之

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

原
」
に
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
こ
こ
を
本
拠
地
と
し
た
の
は
、
②
イ
ェ
ル
ゲ
ン
が
従
軍
し
た
オ
ゴ
デ
イ
時
代
の
ク
チ
ュ
の
南
征

以
降
の
時
点
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
前
に
こ
の
家
が
華
北
に
駐
屯
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
①
ブ
ジ
ェ
ク
の
時
代
は

チ
ソ
ギ
ス
・
ハ
ン
の
ケ
シ
ク
に
属
し
て
、
そ
の
近
傍
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
②
イ
ェ
ル
ゲ
ソ
が
ト
ゥ
ル
イ
の
庶
子
ジ
ュ
リ
ケ
の
ケ
シ
ク
の
長

で
あ
っ
た
時
に
ど
こ
に
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
天
折
し
た
ジ
ュ
リ
ケ
が
華
北
に
派
遣
さ
れ
た
可
能
性
は
少
な
い
か
ら
、
ト
ゥ
ル
イ
の

相
続
し
た
「
中
央
ウ
ル
ス
」
の
ど
こ
か
と
考
え
る
。
な
お
曹
州
の
ほ
か
に
こ
の
家
に
関
わ
る
地
が
二
箇
所
あ
る
が
ど
ち
ら
も
本
拠
地
と
は
考
え

　
　
　
⑪

ら
れ
な
い
。
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①
　
以
下
の
ブ
ジ
ェ
ク
家
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
系
図
も
含
め
、
主
に
虞
集
「
曹
南

　
王
念
書
碑
」
（
『
道
園
学
古
墨
』
巻
二
四
、
『
国
朝
文
類
』
巻
二
五
）
、
許
有
田
「
勅

賜
巌
巌
宣
力
学
遠
皇
運
功
匝
太
師
開
府
儀
陶
三
司
上
書
国
江
南
忠
宣
王
稗
銘
」
、

「
有
元
功
臣
曹
南
忠
宣
王
祠
堂
碑
」
（
各
六
『
至
正
重
職
巻
四
五
、
四
九
）
、
『
元



元代華北のモンゴル軍団長の家系（堤）

　
史
』
巻
一
二
九
、
陪
刺
馴
合
に
依
る
。
補
注
①

②
那
珂
通
世
は
『
秘
史
隔
に
見
え
る
オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ア
ン
の
ケ
シ
ク
の
侍
衛
の
長

　
の
一
入
〃
者
克
”
、
ス
ベ
エ
テ
イ
と
と
も
に
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ
ー
国
遠
征
に
向
か
っ

　
た
〃
不
者
克
”
、
さ
ら
に
太
祖
八
年
の
金
国
遠
征
で
左
翼
軍
を
構
成
し
た
『
聖
武

　
親
征
録
』
の
〃
簿
察
”
、
『
元
史
』
太
祖
本
紀
、
趙
柔
伝
の
〃
八
醜
”
ま
で
す
べ

　
て
こ
の
ブ
ジ
ェ
ク
に
比
定
す
る
（
「
成
吉
思
汗
実
録
続
編
」
、
『
那
珂
通
世
遺
書
翫
、

　
｝
九
一
五
年
。
六
五
、
六
六
、
七
〇
頁
）
。
も
し
こ
れ
ら
が
同
一
人
物
で
あ
れ
ば
、

　
ス
ベ
エ
テ
イ
と
の
繋
が
り
が
遡
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
伝
記
史
料
に
は

　
な
ん
ら
の
記
載
も
な
く
認
め
が
た
い
。

③
本
節
註
③
の
「
祠
堂
碑
」
を
除
く
各
史
料
。
銭
大
所
（
『
二
十
二
史
考
異
臨
巻

　
九
五
）
、
屠
寄
（
『
蒙
兀
児
史
記
』
巻
九
三
）
、
那
珂
通
世
（
前
掲
書
、
六
六
頁
）

　
は
、
「
密
里
士
口
」
を
オ
ゴ
デ
イ
の
子
「
月
良
」
に
比
定
し
て
い
る
が
誤
り
で
、
ト

　
ゥ
ル
イ
の
第
二
子
で
庶
子
の
ジ
ェ
リ
ケ
に
あ
て
る
べ
き
と
考
え
る
。
『
集
史
』
ト

　
ゥ
ル
イ
・
ハ
ン
紀
に
は
、
「
ト
ゥ
ル
イ
・
ハ
ン
の
第
二
子
、
ジ
ュ
リ
ケ
（
盲
二
涛
㊤
、

　
Ω
≦
労
く
剛
く
鵠
）
。
（
空
欄
）
ハ
ト
ン
か
ら
生
ま
れ
た
。
若
く
し
て
亡
く
な
り
、
子
女

　
は
無
か
っ
た
。
」
と
記
す
（
菊
霧
寓
軍
刀
♂
㊤
＼
㎝
～
哨
．
国
．
し
d
ざ
畠
Φ
＃
ミ
§
ミ
ミ
ー

　
↓
ぎ
ミ
帖
寒
8
ヨ
①
H
H
・
ピ
。
置
Φ
p
ピ
。
民
。
戸
一
〇
一
一
・
や
譲
b
。
・
）
。
『
通
鑑
続
編
』
は

　
巻
一
二
、
淳
祐
五
年
十
月
の
ト
ゥ
ル
イ
の
死
の
記
事
に
彼
の
妻
子
を
注
記
す
る
。

　
憲
宗
モ
ソ
ケ
に
次
い
で
「
次
を
飛
児
嵜
と
臼
う
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
元
史
』
宗

　
室
世
系
表
で
は
第
二
子
と
第
三
子
の
順
が
入
れ
替
わ
り
、
「
次
三
、
其
の
名
を
失

　
す
。
」
と
あ
る
の
が
ジ
ュ
リ
ケ
に
当
た
ろ
う
。
『
南
村
綴
耕
録
』
巻
一
、
大
元
宗
室

　
世
系
に
も
蕪
蒸
と
同
様
の
記
述
が
あ
る
が
、
誤
っ
て
彼
の
子
の
位
置
に
、
　
モ
ン

　
ケ
の
子
．
ハ
ル
ト
ゥ
（
皇
都
）
や
、
ク
ビ
ラ
イ
の
子
ド
ル
ジ
（
童
児
只
）
、
チ
ソ
キ
ム

　
（
南
宗
皇
帝
）
が
続
け
ら
れ
て
い
る
（
四
部
叢
刊
本
）
。

④
『
元
史
』
開
講
、
憲
宗
本
紀
、
元
年
（
一
二
五
一
）
六
月
の
「
改
更
庶
政
」
の

　
記
事
。
「
露
寒
、
葉
了
干
を
以
て
両
罰
等
処
の
蒙
古
漢
軍
を
統
べ
し
む
。
」
『
通
鑑

　
続
編
』
は
七
月
に
こ
の
記
購
を
繋
げ
る
（
巻
二
二
、
淳
祐
十
一
年
目
。

⑤
『
元
史
』
巻
＝
一
九
、
阿
刺
牢
俵
、
「
（
至
険
）
四
年
春
、
上
万
戸
に
改
め
ら
れ
、

　
都
元
帥
挙
挙
に
従
い
宋
を
伐
つ
」
。

⑥
　
ペ
リ
オ
が
、
マ
ル
コ
・
ボ
ー
ロ
『
世
界
の
記
述
』
の
日
本
遠
征
の
将
軍
工
人
の

　
う
ち
、
〉
難
産
＞
O
＞
宏
を
こ
の
ア
ラ
ガ
ン
と
確
認
し
て
い
る
の
は
正
し
い
と
考
え
る
。

　
し
か
し
、
彼
が
さ
ら
に
ア
ラ
ガ
ン
と
父
の
イ
ェ
ル
ゲ
ン
を
、
ア
リ
ク
ブ
ケ
の
子
メ

　
リ
ク
テ
ム
ル
の
ア
ミ
…
ル
の
ア
ラ
カ
（
≧
8
㊤
）
と
父
ジ
ル
ケ
・
バ
ハ
ー
ド
ル
（
評

　
旨
く
い
内
出
”
高
じ
ご
綴
＞
U
国
）
に
あ
て
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
（
℃
■
勺
①
謀
。
＃
冬
鷺
恥

　
§
さ
§
。
℃
。
ご
さ
℃
霧
一
ω
レ
リ
㎝
ρ
℃
レ
）
。
こ
ち
ら
の
父
子
は
コ
ン
ゴ
タ
ソ
部

　
族
で
あ
る
（
図
器
寓
9
母
参
＼
b
。
画
～
b
。
α
）
。
ボ
イ
ル
が
彼
ら
を
カ
タ
キ
ン
部
族
と
す

　
る
の
も
誤
り
Q
．
〉
．
ゆ
O
覧
。
、
§
偽
印
ミ
＆
器
魯
誘
＆
O
ミ
・
・
偽
ミ
偽
さ
窺
斜
眼
9
く
く
〇
二
（
℃

　
δ
謡
”
℃
．
ω
謀
・
）
。

⑦
　
　
『
鎌
取
』
巻
八
六
、
百
官
志
二
、
山
東
河
北
蒙
古
専
大
都
督
府
。
お
よ
び
本
節

　
註
④
の
「
曹
南
王
勲
男
君
」
。

⑧
『
元
史
』
巻
二
二
四
に
後
の
あ
る
パ
ヤ
ゥ
ト
部
族
の
和
尚
は
、
中
統
雀
年
の
李

　
班
鎮
圧
戦
の
功
で
「
阿
刺
輩
万
戸
府
経
歴
」
と
な
っ
た
。

⑨
『
元
史
白
蔓
入
国
、
百
官
志
二
、
山
東
河
北
蒙
古
軍
事
都
督
府
。

⑩
本
節
註
④
の
「
曹
南
忠
宣
王
神
道
碑
」
。

⑬
第
一
は
河
北
の
保
定
で
あ
る
。
『
元
史
』
巻
九
五
、
食
貨
志
三
、
歳
賜
、
勲
臣

　
に
「
阿
刺
軍
万
戸
。
五
戸
糸
、
壬
子
年
、
元
歌
保
定
一
戸
。
」
と
あ
る
。
阿
刺
軍

　
万
戸
は
③
ア
ラ
ガ
ソ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
壬
子
年
は
憲
宗
モ
ン
ケ
の
二
年
（
一
二

　
五
二
）
で
②
イ
ェ
ル
ゲ
ン
の
代
で
あ
る
。
有
名
な
ア
ラ
ガ
ン
で
家
を
代
表
ざ
せ
た

　
も
の
か
。
保
定
と
こ
の
家
の
関
わ
り
は
こ
の
記
事
以
外
に
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、

　
与
え
ら
れ
た
五
戸
磐
戸
は
わ
ず
か
…
戸
で
あ
る
。
五
戸
糸
戸
を
有
す
る
勲
阪
の
家

　
と
い
う
家
格
を
認
め
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
に
駐
屯
し
て
本
拠

　
地
と
し
た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
第
二
は
建
康
（
集
慶
）
で
あ
る
。
元
末
の
至

　
正
元
年
こ
の
都
市
の
中
心
部
、
文
宗
の
旧
邸
を
改
め
た
大
龍
翔
集
慶
寺
の
西
隣
に

　
ア
ラ
ガ
ン
の
綱
が
建
設
さ
れ
た
（
本
節
註
①
の
「
祠
堂
碑
」
及
び
『
（
至
正
）
金
陵
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新
士
心
騙
巻
一
、
曹
南
王
祠
堂
図
と
そ
れ
に
付
ざ
れ
た
直
訳
体
命
令
文
の
「
抄
白
」
）
。

そ
の
経
緯
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
後
輪
元
六
年
に
順
帝
ト
ゴ
ソ
・
テ
ム
ル
は
当

時
権
力
を
握
っ
て
い
た
メ
ル
キ
ッ
ト
部
族
の
バ
ヤ
ン
を
追
放
し
た
。
こ
の
ク
ー
デ

タ
に
、
中
書
平
章
政
事
で
あ
っ
た
⑥
ト
ゴ
ン
は
協
力
し
た
。
そ
の
功
に
よ
り
彼
は

再
び
「
江
南
行
御
史
台
御
史
大
夫
」
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
、
父

ア
ラ
ガ
ン
が
パ
ァ
リ
ン
部
族
の
バ
ヤ
ン
、
A
．
ス
ベ
ェ
テ
イ
家
の
ア
ジ
ュ
と
と
も

に
南
宋
征
服
に
大
功
を
立
て
た
こ
と
を
理
由
に
、
赴
任
地
の
集
客
に
祠
堂
を
建
て

て
顕
彰
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
認
め
ら
れ
た
。
建
康
（
集
慶
）
は
、
か
つ
て
南
宋
遠

征
の
途
中
バ
ヤ
ン
が
召
喚
さ
れ
、
ア
ジ
ュ
が
揚
州
攻
略
に
苦
戦
し
て
い
た
際
、
ア

ラ
ガ
ン
が
行
中
書
省
習
知
政
喜
と
し
て
駐
屯
し
た
地
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

地
に
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
府
」
ま
た
は
「
左
手
万
戸
府
」
の
軍
団
が
駐
屯

し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ひ
と
つ
に
は
、
幾
つ
も
の
万
戸
府
、
千
戸
所
か
ら
成

る
集
団
が
、
「
妄
評
行
御
史
台
御
史
大
器
」
の
任
期
中
の
み
異
動
し
た
と
は
考
え

に
く
い
た
め
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
ト
ゴ
ン
の
軍
団
長
の
襲
任
が
確
認
で
き

な
い
た
め
で
あ
る
。
『
（
至
正
）
金
陵
新
志
駈
巻
一
「
集
慶
路
城
之
図
」
は
都
市
中

心
部
東
よ
り
に
「
行
御
史
台
」
を
示
す
。
ト
ゴ
ン
は
当
時
こ
こ
に
居
住
し
た
と
考

え
る
。
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①

C
・
ナ
イ
マ
ン
部
族
マ
チ
ャ
家

　
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
に
投
降
し
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
～
元
朝
で
の
こ
の
家
の
繁
栄
の
も
と
と
な
っ
た
①
マ
チ
ャ
（
麻
察
、
馬
脚
竃
㊤
α
驚
）
の
名
に
よ

っ
て
マ
チ
ャ
家
と
名
付
け
る
。

　
投
降
以
前
、
こ
の
家
は
ト
ル
コ
系
の
ナ
イ
マ
ン
緊
巴
日
程
国
の
重
臣
で
あ
っ
た
。
マ
チ
ャ
の
祖
父
プ
ラ
ン
・
ベ
ク
（
不
爾
詳
し
d
巳
ρ
甲
げ
①
σ
Q
叩
）

は
、
臣
下
の
筆
頭
で
あ
り
、
父
の
カ
ジ
ル
（
合
折
児
の
曽
冒
り
）
は
親
衛
軍
を
率
い
、
か
つ
国
政
に
も
関
与
し
て
最
後
は
“
太
師
”
と
な
っ
た
と
い

う
。
こ
の
家
が
ナ
イ
マ
ン
部
族
の
二
つ
の
ウ
ル
ス
（
国
）
の
ど
ち
ら
に
仕
え
て
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
ナ
イ
マ
ン
征
服

に
際
し
て
、
マ
チ
ャ
が
投
降
し
た
。

　
次
に
軍
団
長
と
し
て
の
履
歴
を
中
心
に
こ
の
家
歴
代
の
歴
史
を
見
よ
う
。
投
降
し
た
後
の
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
時
代
の
状
況
は
分
か
ら
な
い
。

オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ア
ソ
は
、
マ
チ
ャ
に
チ
ャ
ラ
（
察
刺
）
な
る
人
物
と
と
も
に
「
蒙
古
漢
軍
を
総
踊
」
さ
せ
た
。
マ
チ
ャ
は
ク
ビ
ラ
イ
の
南
宋
遠
征
、

対
ア
リ
ク
ブ
ケ
戦
に
従
い
、
李
壇
の
乱
鎮
圧
に
は
諸
王
カ
ビ
チ
ュ
お
よ
び
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
都
元
帥
ク
ク
テ
イ
に
従
っ
た
。
こ
の
後
ま
も
な
く

没
し
た
ら
し
い
。



　
②
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ
（
嚢
加
帯
疑
雲
σ
q
国
議
蝕
9
こ
そ
、
多
大
な
る
戦
績
に
よ
り
昇
進
し
、
こ
の
家
の
地
位
を
高
め
た
人
物
と
言
え
る
。

　
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
時
代
の
彼
の
履
歴
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
彼
は
若
く
か
ら
父
マ
チ
ャ
と
と
も
に
従
軍
し
た
が
、
父
の
死
後
、
「
都
元
帥
府

の
経
歴
」
と
な
っ
た
。
こ
の
後
、
嚢
陽
攻
撃
に
ア
ジ
ュ
に
し
た
が
っ
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
都
元
帥
ア
ジ
ュ
の
心
境
に
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
嚢
陽
戦
の
功
で
「
漢
耳
玉
芦
」
と
な
り
、
バ
ヤ
ン
の
南
宋
遠
征
に
従
う
。
そ
し
て
南
宋
朝
廷
へ
の
使
者
と
な
り
頁
似
道
と
の
交
渉
に
あ
た

り
、
さ
ら
に
臨
安
の
無
血
開
城
に
活
躍
す
る
。
バ
ヤ
ン
の
命
に
よ
り
宋
の
玉
璽
を
ク
ビ
ラ
イ
に
齎
ら
し
、
帰
途
に
は
南
宋
の
君
臣
を
ク
ビ
ラ
イ

の
も
と
に
送
れ
と
の
密
命
を
伝
え
た
。
こ
の
際
に
安
撫
養
ダ
ル
ガ
チ
と
な
り
、
ブ
ジ
ェ
ク
家
の
ア
ラ
カ
ン
、
董
文
殿
と
と
も
に
漸
江
・
福
建
平

定
を
担
当
し
た
。
至
元
十
五
年
以
前
に
「
蒙
古
早
早
都
万
戸
」
、
江
東
宣
慰
物
と
な
り
、
さ
ら
に
江
貿
管
察
使
に
昇
進
し
た
。
ふ
た
た
び
江
東
宣

慰
使
と
な
っ
た
際
も
以
前
ど
お
り
「
万
客
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
至
元
十
八
年
に
「
都
元
帥
偏
と
し
て
第
二
次
日
本
遠
征
軍
を
率
い
た
が
、
“
未

だ
至
ら
ず
し
て
還
っ
た
”
と
い
う
。
こ
の
「
都
元
帥
」
は
日
本
遠
征
に
伴
う
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
日
本
遠
征
失
敗
後
、
「
も
と

卑
し
た
る
出
役
馬
」
と
ボ
ロ
ミ
ル
（
学
羅
迷
児
）
な
る
人
物
の
軍
団
を
合
体
し
て
、
「
万
戸
」
と
し
て
建
康
に
駐
屯
し
た
。
そ
の
後
一
時
雲
南
行

半
平
章
政
事
と
し
て
金
歯
、
墨
堤
の
征
討
に
む
か
う
が
病
の
た
め
召
喚
さ
れ
、
南
京
等
路
宣
慰
使
、
河
南
道
宣
慰
使
を
歴
任
す
る
。
耳
元
末
年

元代華北のモンゴル軍団長の家系（堤）

系図C：ナイマン部族マチャ家

乃蛮氏
ブランペク

不足伯
　1
カ　ン　ル

合折児
　！

　マチヤ
①影回
　1
　ナソギヤダイ

②嚢加ダ

　陶．ダィ
③教化　　④執礼和台
　［？
　トガソ
⑤脱堅

に
は
〃
父
の
職
を
襲
っ
て
”
、
「
蒙
古
都
万
戸
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
「
探
馬
赤
軍
」
が
彼
の
管
轄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

下
に
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
成
宗
テ
ム
ル
か
ら
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
時
代
ま
で
、
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ
は
巧
み
に
政
争
を
く
ぐ
り

ぬ
け
自
ら
と
家
の
地
位
を
保
っ
た
。
里
離
テ
ム
ル
時
代
、
後
の
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
に
従
っ
て
ア
ル
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

イ
方
面
で
カ
イ
ド
ウ
軍
と
対
峙
戦
闘
し
た
。
さ
ら
に
テ
ム
ル
の
没
後
、
彼
は
懐
州
に
配
流
さ
れ
て
い

た
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
と
母
の
ダ
ギ
太
后
に
、
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
ブ
リ
ン
ギ
ダ
イ
等
と
と
も
に
協
力
し
、

成
宗
の
ブ
ル
ガ
ン
皇
后
と
安
西
王
ア
ー
ナ
ソ
ダ
に
対
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
の
成
功
に
寄
与
し
た
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

際
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
の
諸
王
ト
ラ
の
協
力
を
取
り
付
け
る
た
め
の
使
者
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
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カ
ア
ン
と
な
っ
た
カ
イ
シ
ャ
ン
と
皇
太
子
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
間
で
、
両
点
に
深
い
関
係
を
も
つ
ナ
ソ
ギ
ャ
ダ
イ
の
立
場
は
微
妙
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
武
清
朝
に
慧
知
枢
密
院
事
、
つ
い
で
そ
れ
に
加
え
「
薪
県
万
戸
府
達
魯
花
守
」
と
な
る
。
仁
宗
即
位
後
、
彼
が
河
南
（
薪
県
の
こ
と
を
指

す
か
）
に
居
住
す
る
こ
と
か
ら
、
河
南
江
北
行
省
平
章
政
事
を
授
か
り
、
そ
し
て
そ
の
生
涯
を
終
え
る
。
こ
れ
ら
の
時
期
も
ク
ビ
ラ
イ
時
代
の

「
蒙
古
軍
都
万
戸
」
の
職
を
保
ち
続
け
た
と
考
え
る
が
、
史
料
の
表
面
に
は
出
て
こ
な
い
。

　
③
教
化
は
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
学
都
万
戸
」
と
な
っ
た
事
以
外
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
父
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ

る
。
父
が
「
蒙
古
軍
都
万
戸
」
に
ま
で
な
っ
た
の
に
対
し
、
彼
が
「
副
都
万
戸
」
な
の
は
、
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
の
組
織
に
変
更
が
あ
っ
た

た
め
と
考
え
る
。

　
④
ジ
ル
ワ
ダ
イ
（
執
礼
和
台
；
只
上
瓦
台
｝
冒
芝
蝕
＆
は
、
皇
帝
の
肖
像
を
納
め
る
「
影
堂
」
を
持
つ
寺
院
と
そ
の
財
産
の
管
理
を
行
な
う
殊
祥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

心
隔
と
な
っ
た
。
仁
宗
延
祐
四
年
（
一
三
一
七
）
に
は
燕
南
河
北
道
粛
政
廉
訪
使
で
あ
っ
た
。
江
漸
行
三
酉
章
政
事
を
経
て
、
父
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ

と
同
じ
く
河
南
江
北
行
省
平
章
政
事
と
な
っ
た
。
軍
団
長
と
し
て
の
職
に
就
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。

　
⑤
ト
ガ
ン
（
脱
本
日
。
誉
p
叩
）
は
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ
の
孫
で
あ
る
が
、
教
化
、
ジ
ル
ワ
ダ
イ
ま
た
は
そ
の
兄
弟
の
う
ち
誰
の
子
か
分
か
ら
な
い
。

「
山
東
河
北
町
大
都
督
」
を
継
い
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
画
し
の
長
「
大
都
督
」
の
こ
と
で
あ
る
。
先
に
B
．
ブ
ジ

ェ
ク
家
の
所
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
山
東
河
北
蒙
古
主
都
万
戸
府
（
正
三
品
）
」
は
天
暦
の
乱
の
文
宗
ト
ク
・
テ
ム
ル
の
勝
利
に
貢
献
し
た
た

め
に
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
府
（
従
二
品
ご
と
改
称
し
格
上
げ
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
ト
ガ
ン
は
教
化
の
地
位
を
継
い
だ
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
『
元
史
』
本
紀
な
ど
に
は
表
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
家
が
天
暦
の
乱
で
活
躍
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
家
が
受
け
継
い
だ
職
名
は
、
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ
の
「
蒙
古
上
都
万
戸
」
、
教
化
の
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
副
都
万
戸
」
、
ト
ガ
ン
の
門
山
東
河

北
蒙
古
亜
大
都
督
」
と
移
り
変
わ
る
。
こ
れ
は
軍
団
の
組
織
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
軍
府
名
は
各
々
に
「
府
」
を
付
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。　

こ
の
家
の
本
拠
地
を
決
定
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
の
可
能
性
の
あ
る
地
は
覇
県
、
開
州
、
潅
州
の
三
箇
所
で
あ
る
。
以
下
各
々
検
討
す
る
。
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第
一
の
薪
県
は
、
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ
が
武
宗
時
代
に
「
下
県
万
戸
府
達
懸
花
赤
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
こ
の
時
期
彼
が
そ
こ

に
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
南
宋
滅
亡
以
前
、
蕨
県
付
近
の
両
潅
地
方
は
戦
争
の
最
前
線
で
あ
り
、
安
定
し
た
本
拠
地
に
は
成
り

得
な
い
。
当
時
、
こ
こ
よ
り
北
に
本
拠
地
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
第
二
の
摺
糠
の
根
拠
は
、
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ
の
追
官
民
「
淡
都
王
」
で
あ
る
。
〃
淡
”
は
春
秋
時
代
衛
国
の
邑
の
名
、
開
州
瀧
陽
県
の
南
に
あ

た
る
と
い
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
ア
ジ
ュ
鷹
下
の
軍
団
の
駐
屯
が
確
認
で
き
、
ア
ジ
ュ
の
「
都
元
帥
府
経
歴
」
と
な
っ
た
ナ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ギ
ャ
ダ
イ
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
カ
ル
ル
ク
部
族
の
軍
団
の
駐
屯
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
、
そ
れ
と
の
関
係
が

は
っ
き
り
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
第
三
の
漢
州
の
根
拠
は
、
文
旦
の
天
暦
二
年
（
一
三
二
九
）
十
一
月
「
山
東
河
北
蒙
古
二
大
都
督
府
」
が
こ
の
地
に
遷
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ト
ガ
ン
は
こ
の
軍
団
の
長
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
軍
団
の
長
の
定
員
は
同
名
で
あ
っ
た
。
ト
ガ
ン
以
外

に
こ
の
職
に
就
い
た
人
物
は
、
先
に
述
べ
た
ブ
ジ
ェ
ク
家
の
イ
エ
ス
デ
ル
で
あ
り
、
そ
の
本
拠
地
は
曹
州
で
あ
る
。
残
り
の
も
う
一
名
の
大
都

督
の
家
の
本
拠
地
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
家
は
山
東
の
泰
安
州
に
本
拠
地
を
持
つ
E
．
ボ
ロ
ガ
ン
家
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た

が
っ
て
、
マ
チ
ャ
以
来
の
こ
の
家
の
本
拠
地
と
し
て
い
ち
ば
ん
可
能
性
が
高
い
の
は
瀧
州
で
あ
る
と
考
え
る
。

①
　
マ
チ
ャ
家
に
関
す
る
記
述
は
、
系
図
も
含
め
、
主
に
『
元
史
』
巻
＝
三
、
嚢

　
加
ダ
伝
、
趙
孟
頬
「
申
奉
大
夫
殊
祥
院
使
執
礼
和
台
封
贈
三
代
制
」
に
依
る
。

②
　
『
大
元
袈
政
国
朝
典
章
』
巻
三
四
、
兵
部
一
、
軍
役
、
探
馬
赤
軍
、
「
探
馬
赤
軍

　
闊
端
赤
代
役
」
。
至
元
二
十
八
年
に
「
蒙
古
都
万
群
小
加
　
」
が
、
探
馬
赤
軍
人
を

　
取
り
締
ま
る
聖
旨
を
ク
ビ
ラ
イ
に
直
接
請
い
、
逆
に
ク
ビ
ラ
イ
か
ら
自
分
た
ち
の

　
こ
と
は
自
分
た
ち
で
厳
し
く
取
り
締
ま
る
よ
う
た
し
な
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
記

　
す
。
探
馬
赤
軍
人
は
以
前
ア
ジ
ュ
が
管
轄
し
た
頃
と
違
っ
て
、
自
ら
の
代
わ
り
に

　
馬
曳
き
（
闊
端
赤
）
を
軍
に
行
か
せ
て
い
た
。
ア
ジ
ュ
の
魔
下
に
探
馬
赤
軍
が
い

　
た
こ
と
、
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ
の
「
蒙
古
都
万
戸
」
の
地
位
が
、
ク
ビ
ラ
イ
に
「
面
奏
」

　
で
き
る
ほ
ど
高
か
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

⑧
カ
イ
シ
ャ
ン
の
対
カ
イ
ド
ウ
戦
出
征
に
つ
い
て
は
、
松
田
孝
一
「
カ
イ
シ
ャ
γ

　
の
西
北
モ
ン
ゴ
リ
ア
出
鎮
」
（
『
東
方
学
』
六
四
、
一
九
八
二
年
）
参
照
。
『
集
史
』

　
ク
ビ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
紀
の
、
帝
国
辺
境
の
状
況
に
つ
い
て
の
記
事
に
見
え
る
「
ナ

　
ン
ギ
ャ
ダ
イ
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
松
田
論
文
八
一
頁
お
よ
び
杉
由
正
明

　
「
西
暦
コ
ニ
ー
四
年
前
後
大
元
ウ
ル
ス
西
境
を
め
ぐ
る
小
札
記
」
（
『
西
南
ア
ジ
ア

　
研
究
』
二
七
、
　
一
九
八
七
年
）
四
二
頁
参
照
。

④
『
耳
当
』
巻
＝
三
、
嚢
加
　
伝
、
お
よ
び
巻
二
二
七
、
察
筆
伝
。
諸
王
ト
ラ

　
（
禿
刺
）
に
つ
い
て
は
、
杉
山
正
明
「
ふ
た
つ
の
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
」
（
『
閉
清
時
代
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の
政
治
と
社
会
』
、
一
九
八
三
年
）
六
七
二
頁
参
照
。

⑥
殊
祥
院
は
、
『
元
史
』
巻
七
五
、
祭
祀
志
四
、
神
御
殿
、
お
よ
び
巻
八
七
、
百

　
官
志
三
、
太
薩
宗
睡
院
の
各
項
に
、
殊
祥
院
が
太
麗
手
癖
院
の
前
身
の
一
つ
で
あ

　
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
職
務
が
判
明
す
る
。
歴
代
帝
后
の
肖
像
を

　
納
め
る
「
影
堂
（
神
御
殿
）
」
を
持
つ
大
都
の
大
寺
は
、
百
官
志
に
載
る
属
司
を
見

　
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
多
く
の
寺
産
を
各
地
に
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
殊

　
祥
院
使
の
地
位
も
重
要
な
も
の
と
考
え
る
。
ジ
ル
ワ
ダ
イ
が
燕
南
河
北
道
粛
政
廉

　
訪
使
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
、
沈
溝
『
常
山
貞
石
器
』
巻
一
九
、
「
祝
延
聖
主
本

　
命
長
生
碑
」
、
銭
大
断
『
潜
研
裳
金
石
文
践
尾
隔
巻
一
九
、
「
祝
延
聖
主
本
命
長
生

碑
」
、
藤
島
建
樹
「
元
朗
治
下
輩
下
の
寺
院
」
（
『
大
谷
大
学
史
学
論
究
』
二
、
一
九

　
八
八
年
）
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
で
あ
る
。
真
定
の
著
名
な
一
興
寺
の
碑
文
に
載
る

　
「
執
養
和
台
」
を
マ
チ
ャ
家
の
ナ
ン
ギ
ャ
ダ
イ
と
す
る
。
今
、
こ
れ
に
従
う
。
彼

　
が
江
漸
行
省
白
雪
政
事
と
し
て
杭
州
に
入
城
し
た
の
は
、
順
帝
至
正
元
年
で
あ
る

　
（
楊
璃
『
由
居
着
話
』
、
陶
宗
儀
『
南
村
畷
耕
録
』
巻
九
、
火
災
）
。

⑥
A
．
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
註
⑮
参
照
。

⑦
『
元
史
』
巻
三
三
、
文
宗
本
紀
二
、
天
暦
二
年
一
一
月
辛
巳
の
条
。

⑧
B
．
ブ
ジ
ェ
ク
家
の
註
⑦
参
照
。
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①

D
・
タ
ン
グ
ト
部
族
チ
ャ
ガ
ン
家

系図D：タングト部族チャガン家

唐兀鳥密氏　　曲論三碧

　　　　　　　　　　　チヤガソ
　　曲也怯祖　　　　①三二

　　　　1。rL1
　　　　　　②木花里　　③布兀刺
　　　　　　　　　　　　④紬

　　　　　　　　　　「」一

　　　　　　　　　⑤宰牙　　⑥必宰牙

　
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
自
身
の
千
首
の
第
一
百
戸
長
と
し
て
名
高
い
①
チ
ャ
ガ
ン
（
察
筆
。
遭
き
）
を
も

っ
て
家
の
名
と
す
る
。
こ
の
家
は
タ
ン
グ
ト
日
き
σ
q
N
巳
部
族
の
烏
密
氏
出
身
で
あ
る
。
父
の
曲
下

訳
律
は
西
夏
国
の
臣
で
あ
り
、
西
夏
滅
亡
時
は
甘
州
の
守
将
で
あ
っ
た
が
、
降
伏
の
際
の
内
紛
で
殺

さ
れ
た
。
滅
亡
後
、
西
夏
国
民
は
、
遠
征
に
参
加
し
た
諸
王
ら
に
分
与
さ
れ
た
が
、
チ
ャ
ガ
ン
は
チ

ン
ギ
ス
・
ハ
ン
自
身
に
分
属
し
た
。
彼
は
若
い
こ
ろ
か
ら
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
に
目
を
か
け
ら
れ
て
育

て
ら
れ
、
〃
第
五
子
”
と
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
人
と
し
て
の
待
遇
を
与
え
ら
れ
、
チ
ン

ギ
ス
・
ハ
ン
家
の
姻
族
と
し
て
名
高
い
オ
ン
ギ
ラ
ト
部
族
の
女
を
嬰
つ
た
。
以
上
か
ら
、
こ
の
家
は

タ
ソ
グ
ト
部
族
出
身
と
い
っ
て
も
、
部
族
と
し
て
の
勢
力
で
は
な
く
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
と
の
個
人

的
な
結
び
つ
き
を
背
景
に
軍
団
長
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
①
チ
ャ
ガ
ン
は
、
長
じ
て
後
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
自
身
の
千
芦
の
第
一
百
戸
長
と
し
て
そ
の
千
戸
全
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体
を
管
轄
し
た
。
『
元
史
』
の
彼
の
伝
に
「
御
帳
前
首
千
戸
」
と
な
っ
た
と
す
る
の
は
、
こ
の
事
を
さ
す
。
こ
の
千
芦
は
チ
ソ
ギ
ス
・
ハ
ン
の

没
後
ト
ゥ
ル
イ
に
与
え
ら
れ
た
。
チ
ャ
ガ
ン
は
オ
ゴ
デ
イ
・
ヵ
ア
ン
の
命
で
そ
の
職
を
お
な
じ
タ
ン
グ
ト
部
族
出
身
の
エ
ケ
・
ニ
ウ
リ
ン
に
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

り
、
ヒ
タ
イ
の
前
線
軍
司
令
官
と
な
っ
た
。
『
集
史
』
部
族
心
懸
ン
グ
ト
部
族
の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ア
ソ
の
時
代
に
、
〔
カ
ア
ソ
は
、
〕
こ
の
ウ
チ
ャ
ガ
ン
・
ノ
ヤ
ソ
を
ヒ
タ
イ
の
国
境
に
い
た
す
べ
て
の
軍
隊
の
長
に
任
命
な
さ
れ
た
。
そ
れ

　
　
と
と
も
に
ヒ
タ
イ
の
統
治
権
が
付
加
さ
れ
た
。
そ
の
境
域
に
駐
留
す
る
諸
王
や
ア
、
ミ
ー
ル
た
ち
に
到
る
ま
で
す
べ
て
彼
の
指
令
の
も
と
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
記
事
を
『
元
史
』
な
ど
漢
文
史
料
と
比
較
検
討
し
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ア
ン
は
、
金
滅
亡
後
の
一
二
三
五
年
の

ク
リ
ル
タ
イ
で
帝
国
の
東
西
四
方
面
に
遠
征
軍
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
う
ち
南
宋
攻
略
は
第
二
子
ク
チ
ュ
を
総
帥
と
し
た
が
、

実
際
の
指
揮
は
チ
ャ
ガ
ン
が
行
な
っ
た
。
ク
チ
ュ
の
死
後
総
帥
と
な
っ
た
ベ
ル
グ
テ
イ
家
の
コ
ウ
ン
ブ
功
の
下
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
コ
ウ
ン

ブ
カ
の
召
喚
後
は
、
彼
が
総
帥
と
な
り
「
馬
歩
軍
都
元
帥
」
と
呼
ば
れ
た
。
グ
ユ
ク
・
ハ
ン
時
代
も
彼
は
ス
ベ
エ
テ
イ
と
と
も
に
対
曲
宋
前
線

軍
の
総
帥
で
あ
っ
た
。

・
憲
宗
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
の
五
年
（
＝
霊
五
）
に
没
す
る
ま
で
、
彼
を
対
南
宋
前
線
軍
、
「
蒙
古
空
軍
」
の
総
帥
「
都
元
帥
」
と
す
る
体
制
が
続

い
た
。
こ
の
こ
ろ
副
総
帥
の
任
に
あ
っ
た
の
が
、
先
に
述
べ
た
B
．
ブ
ジ
ェ
ク
家
の
イ
ェ
ル
ゲ
ン
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ガ
ン
が
同
時
に
「
尚
書
省

事
を
兼
領
」
し
て
い
た
と
列
伝
が
述
べ
る
の
は
、
『
集
史
』
の
言
う
「
ヒ
タ
イ
の
統
治
権
が
付
加
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
か
も
し
れ
な

い
。

　
チ
ャ
ガ
ン
に
は
十
人
の
息
子
が
い
た
が
名
の
分
か
る
の
は
、
長
子
の
②
ム
カ
リ
（
木
花
勲
功
ロ
ρ
聾
）
と
③
布
毛
刺
の
み
で
あ
る
。
ム
カ
リ
は
モ

ン
ケ
・
カ
ア
ン
の
ケ
シ
ク
に
侍
し
、
モ
ン
ケ
末
年
の
四
川
遠
征
の
際
の
釣
魚
山
攻
略
の
功
で
「
四
六
耳
朶
怯
憐
二
千
芦
」
を
授
け
ら
れ
る
。
カ

ア
ン
に
つ
き
し
た
が
っ
て
移
動
す
る
四
つ
の
オ
ル
ド
の
隷
属
民
か
ら
な
る
千
戸
の
長
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
父
チ
ャ
ガ
ン
が
チ
ン
ギ

ス
・
ハ
ン
の
千
戸
で
果
た
し
た
役
割
と
同
じ
で
あ
る
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
成
立
時
の
動
向
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
積
極
的
に
協
力

は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
ク
ビ
ラ
イ
は
、
ム
カ
リ
に
〃
金
五
十
両
、
珠
二
鵬
”
を
与
え
て
懐
柔
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
至
元
四
年
（
｝
二
六
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七
）
に
は
、
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
都
元
帥
ア
ジ
ュ
の
鷹
下
で
南
学
攻
略
に
従
い
、
そ
の
功
績
で
「
蒙
古
軍
万
戸
」
と
な
る
。
彼
は
裏
陽
攻
略
戦
に

参
加
し
た
後
、
軍
中
で
没
し
た
。
彼
の
直
系
の
子
孫
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
。

　
③
布
兀
刺
の
子
④
タ
チ
ュ
（
言
出
肩
9
9
～
）
が
、
ム
カ
リ
の
没
後
こ
の
家
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
父
の
布
兀
刺
を
幼
く
し
て

亡
く
し
た
タ
チ
ュ
は
長
じ
て
後
、
至
要
元
年
（
一
二
六
四
）
に
ク
ビ
ラ
イ
の
ケ
シ
ク
に
入
る
。
四
年
に
祖
父
チ
ャ
ガ
ン
の
「
食
置
の
賦
税
の
半
ば
」

を
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
半
ば
と
は
い
え
、
彼
が
こ
の
家
の
権
益
を
得
た
こ
と
は
、
ク
ビ
ラ
イ
朝
に
お
い
て
彼
の
系
統
が
重
視
さ
れ
だ
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
七
年
に
は
、
「
山
東
統
軍
使
」
と
な
り
、
九
年
に
山
東
統
軍
司
が
山
東
東
路
都
元
帥
府
と
合
体
し
て
「
山
東
路
行
枢
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

院
」
と
な
っ
た
際
は
「
倉
枢
密
院
事
（
行
枢
密
院
副
使
）
」
と
な
っ
た
。
至
元
十
年
、
裏
陽
陥
落
後
に
越
南
宋
軍
の
編
成
が
え
が
行
な
わ
れ
た
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

、
州
潅
西
行
枢
密
院
事
」
と
な
っ
た
一
人
に
「
山
東
都
元
帥
塔
出
」
の
名
が
見
え
る
。
タ
チ
ュ
が
「
都
元
帥
」
の
職
を
得
た
こ
と
が
分
か
る
。
十

一
年
に
「
潅
西
行
枢
密
院
」
が
行
中
書
省
に
改
め
ら
れ
、
参
知
政
事
と
な
る
が
、
翌
年
「
各
誌
左
副
都
元
帥
」
と
し
て
、
「
潅
東
都
元
帥
」
の
マ

ン
グ
ト
部
族
ボ
ロ
ゴ
ン
と
と
も
に
揚
州
攻
略
に
向
か
う
。
揚
州
陥
落
後
は
、
開
元
十
三
年
に
F
．
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
の
ス
ル
ド
タ
イ
の
死
後
「
江

西
都
元
帥
」
を
継
ぎ
、
そ
の
「
行
事
元
帥
府
」
の
組
織
変
遷
に
伴
い
江
西
宣
慰
使
、
江
西
行
中
書
省
右
翼
と
な
り
、
江
西
の
平
定
に
あ
た
っ
た
。

張
弘
範
、
李
憧
が
蒙
古
漢
軍
戸
元
帥
と
な
っ
て
南
宋
帝
室
を
追
撃
し
た
際
に
は
、
タ
チ
ュ
は
後
方
支
援
に
あ
た
っ
た
。
十
七
年
に
入
観
し
、
再

び
江
西
行
省
の
統
治
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
間
も
な
く
没
し
た
。
彼
の
死
後
、
「
江
西
都
元
帥
」
の
職
は
再
び
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
に
戻
っ
た
。

　
長
子
の
⑤
暑
中
が
タ
チ
ュ
を
継
い
で
江
西
宣
慰
使
と
な
っ
た
。
都
元
帥
の
職
を
兼
ね
て
は
い
な
い
。
⑥
必
宰
牙
は
征
東
行
中
書
省
左
丞
と
な

っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
み
で
あ
る
。

　
現
在
確
認
す
る
限
り
、
チ
ャ
ガ
ン
家
が
率
い
た
華
北
の
軍
団
の
長
の
職
は
世
襲
さ
れ
て
い
な
い
。
チ
ャ
ガ
ソ
の
「
馬
歩
軍
都
元
帥
」
は
、
死

後
B
．
ブ
ジ
ェ
ク
家
の
イ
ェ
ル
ゲ
ン
が
継
ぎ
、
ム
カ
リ
の
「
蒙
古
軍
万
戸
」
は
子
孫
が
不
明
の
た
め
継
承
さ
れ
た
か
ど
う
か
分
か
ら
ず
、
タ
チ

ュ
の
「
准
東
副
都
元
帥
」
も
子
孫
は
継
が
ず
、
最
終
的
に
務
め
た
「
江
西
都
元
帥
」
は
F
．
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
の
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
州
府
名

は
職
名
に
「
府
」
を
付
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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チ
ャ
ガ
ン
家
の
本
拠
地
の
決
定
も
難
し
い
。
手
が
か
り
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
の
二
年
（
一
二
五
二
）
チ
ャ
ガ
ン
の
功
績

に
紺
し
、
汁
梁
、
帰
徳
、
河
南
（
洛
陽
）
、
懐
、
孟
、
曹
、
漢
、
太
原
の
計
三
千
六
百
六
戸
が
五
戸
糸
戸
と
し
て
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「
諸
処
の

草
地
」
も
賜
り
、
合
わ
せ
て
一
万
四
千
五
百
余
頃
、
戸
数
二
万
余
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
必
ず
し
も
山
雨
糸
口
を
与
え
ら
れ
た
地
に
駐
屯
す

る
と
は
限
ら
な
い
が
、
上
記
八
箇
所
の
内
い
ず
れ
か
の
地
に
近
接
す
る
「
草
地
」
に
駐
屯
し
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
『
元
史
』
巻
九
五
、

食
貨
志
三
、
歳
賜
で
は
こ
の
家
に
与
え
ら
れ
た
五
芦
糸
戸
の
所
在
を
「
懐
孟
等
処
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
、
懐
孟
と
仁
徳
以
外
は
、
本
稿
で
考

察
す
る
他
の
家
系
の
本
拠
地
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
チ
ャ
ガ
ン
及
び
ム
カ
リ
の
本
拠
地
は
懐
孟
で
あ
っ
た
可
能
性
が
い
ち
ば
ん
高
い
と
考

え
る
。

　
あ
と
二
つ
の
手
が
か
り
は
タ
チ
ュ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
が
チ
ャ
ガ
ン
の
食
邑
の
半
ば
を
得
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
至
元

十
一
年
、
彼
が
潅
西
の
安
豊
・
朦
州
、
寿
州
を
攻
略
し
て
得
た
〃
生
口
万
余
”
を
献
上
し
た
こ
と
に
対
し
、
「
曹
州
の
官
園
を
以
て
第
宅
と
為

し
、
城
南
の
亀
田
を
給
し
て
牧
地
と
為
」
し
た
こ
と
で
あ
る
。
曹
州
は
チ
ャ
ガ
ソ
に
与
え
ら
れ
た
五
戸
糸
倉
の
所
在
地
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、

タ
チ
ュ
の
経
歴
の
前
半
は
山
東
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
家
の
タ
チ
ュ
の
系
統
は
チ
ャ
ガ
ン
の
歯
痛
、
濃
州
の
権
益
を
受
け
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ぎ
、
本
拠
地
を
曹
州
郊
外
に
置
い
て
い
た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
タ
チ
ュ
と
子
の
宰
牙
が
江
西
攻
略
と
統
治
に
関
わ
っ
て
い
た
時
期
に
こ
の
本

拠
が
ど
う
な
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
マ
ン
グ
ト
部
族
の
ボ
ロ
ゴ
ン
の
娘
を
調
っ
た
次
子
の
必
双
六
が
こ
こ
に
留
ま
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

　
①
　
チ
ャ
ガ
ン
家
に
関
す
る
記
述
は
、
系
図
を
含
め
、
主
に
虞
集
「
立
掌
理
威
忠
恵
　
　
　
　
　
田
孝
｝
氏
か
ら
教
示
き
れ
た
湯
開
健
「
元
代
西
夏
人
物
表
」
（
『
甘
戯
酒
中
研
究
』

公
神
道
碑
」
（
『
道
圏
類
稿
瞼
巻
四
二
）
、
『
元
史
』
巻
一
二
〇
、
落
差
伝
、
巻
一
三

五
、
塔
出
伝
、
お
よ
び
『
集
史
』
部
族
考
タ
ソ
グ
ト
部
族
の
項
に
よ
る
。
塔
出
伝

で
は
、
彼
の
父
が
直
話
刺
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
、
チ
ャ
ガ
ン
と
の
繋
が

り
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。
両
者
の
血
縁
闘
係
を
証
明
す
る
の
が
、
⑥
必
宰

牙
の
曽
祖
父
が
チ
ャ
ガ
ン
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
県
有
壬
「
故
漕
運
通
知
粘
合
公

妻
逸
忘
勝
墓
志
銘
」
（
『
至
正
集
』
巻
五
八
）
で
あ
る
。
こ
の
箕
田
銘
の
存
在
は
、
松

　
一
九
八
六
年
第
…
期
）
に
よ
り
知
っ
た
。
補
注
②

②
ヵ
器
冨
P
b
。
。
。
σ
＼
μ
～
鯉
〉
』
〒
ω
鎚
r
・
悔
℃
や
ω
b
。
刈
～
器
。
。
●
チ
ャ
ガ
ソ
が
チ
ソ
ギ
ス

　
・
ハ
ン
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
挿
話
が
、
『
元
史
』
察
祭
伝
に
載
る
が
、
『
集

　
史
』
で
は
、
チ
ャ
ガ
ソ
に
次
い
で
ハ
ソ
の
千
戸
を
率
い
た
ヌ
ラ
・
ノ
ヤ
ソ
2
≦
幻
国
＼

　
℃
ご
を
刃
鵠
2
≦
〈
〉
屠
）
に
つ
い
て
の
話
と
な
っ
て
い
る
。
　
な
お
、
砺
ミ
“
、
＆
点

　
℃
ミ
戴
鷺
§
の
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
ア
ミ
ー
ル
の
筆
頭
に
彼
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
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（
↓
o
℃
舜
麟
営
ω
母
”
鴇
竃
【
冒
①
ω
凶
b
碧
早
業
℃
ぎ
ま
ω
㌍
≧
冒
ヨ
。
酔
遷
。
。
刈
㌧
一
8
訂
本
田

｛
貫
信
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
千
戸
」
、
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
研
究
』
、
三
一
百
ハ
）
。

③
『
元
史
隠
巻
七
、
至
元
九
年
正
月
壬
午
の
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
E
・
マ
ン
グ
ト
部
族
ボ
日
ゴ
ン
家

④
『
義
目
』
巻
八
、
至
元
十
年
四
月
置
未
遂
の
条
。

⑤
　
『
二
二
』
巻
九
五
、
食
貨
志
三
、
歳
賜
、
勲
臣
の
「
塔
掛
万
戸
」
と
、

　
チ
ュ
と
の
関
係
は
来
詳
。

こ
の
タ
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こ
の
家
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
に
ア
ン
ダ
と
し
て
協
力
し
た
マ
ソ
グ
ト
竃
§
σ
q
莞
α
部
族
の
タ
イ
ル
ダ
ル
の
子
孫
で
は
あ
る
が
、
嫡
系
の
「
マ

ン
ブ
ト
郡
王
家
」
で
は
な
い
。
郡
王
家
か
ら
分
か
れ
た
初
代
の
ジ
ャ
ム
カ
（
薫
木
掲
宣
営
ρ
p
）
と
二
代
の
墳
魯
火
都
の
事
績
は
分
か
ら
な
い
。
そ

こ
で
、
’
三
代
饅
の
①
ボ
ロ
ゴ
ン
（
博
羅
六
切
禽
9
・
o
づ
）
を
以
て
家
の
名
と
す
る
。
な
お
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
時
代
に
郡
王
家
の
タ
イ
ル
ダ
ル
と
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
キ
ン
コ
・
カ
ル
ジ
ャ
は
各
々
左
翼
の
千
戸
長
で
あ
り
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
死
後
は
ト
ゥ
ル
イ
の
相
続
分
に
入
っ
た
。

　
さ
て
、
①
ボ
ロ
ゴ
ン
は
、
十
六
歳
で
マ
ン
グ
ト
部
族
の
工
事
官
と
な
る
。
当
時
華
北
に
所
領
を
も
つ
諸
王
や
勲
臣
は
、
城
居
の
漢
人
と
の
関

係
を
担
当
す
る
誓
事
官
を
置
い
て
い
た
と
い
う
。
ボ
ロ
ゴ
ン
は
マ
ン
グ
ト
郡
王
家
の
所
領
で
あ
る
山
東
の
泰
安
州
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
時
に
は
ア
リ
ク
ブ
ケ
軍
と
戦
い
、
つ
い
で
ク
ビ
ラ
イ
の
ケ
シ
ク
に
入
っ
た
。
分
家
の
彼
の
行
動
は
マ
ン
グ
ト
部
族
全
体

が
ク
ビ
ラ
イ
側
に
つ
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
。
山
東
の
李
壇
の
乱
で
は
、
ク
ど
ラ
イ
か
ら
マ
ン
グ
ト
部
族
の
一
軍
を
率
い
る
こ
と
を
命
じ

ち
れ
、
済
南
の
包
囲
、
益
都
、
莱
州
の
残
党
平
定
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
後
、
雲
南
王
フ
ゲ
チ
の
暗
殺
事
件
を
解
決
し
、
そ
の
功
で
フ
ビ
ラ
イ

か
ち
マ
ン
グ
ト
部
族
の
事
項
は
彼
が
管
轄
す
る
よ
う
命
を
受
け
た
と
い
う
。
さ
ら
に
「
右
等
親
軍
都
指
揮
使
」
と
し
て
、
大
都
で
は
右
衛
親
節

の
、
上
都
で
は
右
中
左
記
衛
の
無
謬
の
長
と
な
る
。
ク
ビ
ラ
イ
に
従
っ
て
夏
勝
地
冬
営
地
を
移
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
彼
の
行
動

は
、
す
べ
て
ク
ビ
ラ
イ
の
ケ
シ
ク
の
将
軍
と
し
て
の
も
の
と
考
え
る
。

　
至
元
十
二
年
（
＝
書
証
）
、
中
書
右
丞
で
あ
っ
た
彼
は
「
潅
東
都
元
帥
」
を
兼
ね
「
山
東
経
略
司
」
の
管
轄
し
て
い
た
軍
を
吸
収
し
て
、
山

東
か
ら
直
接
南
下
し
て
南
勢
潅
菓
の
要
衝
揚
州
の
攻
略
に
向
か
う
。
潅
東
平
定
後
の
十
四
年
に
応
昌
の
オ
ン
ギ
ラ
ト
部
族
の
ジ
ル
ワ
ダ
イ
の
反

乱
鎮
定
の
功
で
、
同
署
枢
密
院
事
、
北
京
行
影
干
丞
と
な
る
が
、
ま
も
な
く
召
喚
さ
れ
る
。
十
六
年
、
恰
刺
斯
、
博
羅
斯
、
斡
羅
牢
ら
の
紛
争
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②遷都

調
停
に
あ
た
り
、
十
八
年
に
甘
粛
行
省
右
翼
と
し
て
対
カ
イ
ド
ウ
戦
線
の
軍
需
供
給
に
あ
た
る
。

二
十
年
に
は
一
転
し
て
江
南
行
御
史
台
御
史
大
夫
と
な
っ
た
。
至
元
二
十
四
年
（
＝
天
七
）
の

オ
ッ
チ
ギ
ン
家
の
ナ
ヤ
ン
の
乱
に
は
マ
ン
グ
ト
、
ウ
ル
ウ
ト
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
、
オ
ソ
ギ
ラ
ト
、

イ
キ
レ
ス
部
族
の
い
わ
ゆ
る
五
投
下
の
軍
を
率
い
て
戦
っ
た
。
二
十
八
年
の
河
南
行
省
設
立
に

あ
た
レ
平
章
政
事
と
な
る
。

成
宗
テ
ム
ル
時
代
は
湖
広
行
省
平
章
政
事
と
な
っ
た
後
、
大
徳
四
年
（
＝
二
〇
〇
）
に
江
漸
行

省
平
章
政
事
と
し
て
臨
安
で
没
し
た
。

　
②
渾
都
に
は
山
東
宣
慰
書
と
な
っ
た
が
、
軍
団
長
と
し
て
の
履
歴
は
認
め
ら
れ
な
い
。
③
、
ハ

イ
ド
ゥ
（
伯
都
切
干
曾
）
も
江
東
道
廉
訪
副
使
、
江
南
行
御
史
台
の
侍
御
史
と
御
史
大
夫
、
険
西

行
御
史
台
御
史
大
夫
と
い
っ
た
行
台
の
官
、
甘
粛
行
省
平
章
政
事
、
お
よ
び
「
倉
書
枢
密
院
事
」

と
し
て
成
宗
テ
ム
ル
の
ケ
シ
ク
の
シ
ャ
リ
ベ
チ
（
舎
児
別
赤
）
を
管
轄
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が

軍
団
長
の
職
を
継
い
だ
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
ボ
ロ
ゴ
ン
の
軍
団
長
の
職
を
受
け
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
④
エ
セ
ン
テ
ム
ル
（
也
先
帖

薫
別
国
ω
窪
含
白
母
）
で
あ
る
。
彼
は
武
宗
朝
に
お
い
て
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
都
万
戸
」
兼
知
枢

密
院
事
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
仁
宗
即
位
時
も
七
名
の
「
知
枢
密
院
事
」
の
一
人
と
し
て
、
キ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

チ
ャ
タ
部
族
チ
ョ
ン
グ
ル
、
ト
ガ
チ
・
バ
ァ
ト
ル
ら
と
と
も
に
軍
事
の
首
脳
で
あ
っ
た
。
一
方

河
南
行
省
と
江
西
行
省
の
参
知
政
事
、
河
南
行
省
左
丞
相
を
歴
任
し
た
。
英
宗
朝
に
入
り
河
南

行
省
平
章
政
事
に
な
っ
た
後
、
召
喚
さ
れ
て
開
府
儀
同
三
司
、
翰
林
学
士
晶
群
と
し
て
大
都
に
居
住
し
、
そ
こ
で
没
し
た
。

⑤
博
羅
は
陳
西
行
省
平
章
政
事
、
⑥
ド
ル
ジ
（
影
干
只
u
。
昏
）
は
宮
廷
の
装
飾
品
や
衣
料
製
造
を
担
当
す
る
将
作
院
の
判
官
と
な
り
、
⑦
尼
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摩
気
魂
は
マ
ン
グ
ト
宗
家
を
継
ぎ
蔵
王
と
称
し
、
⑧
亦
思
刺
器
性
吉
は
オ
ル
ド
の
財
産
、
所
領
、
軍
隊
を
管
轄
す
る
中
藪
下
の
一
人
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
エ
セ
ン
テ
ム
ル
の
軍
団
長
の
職
を
受
け
継
い
だ
こ
と
が
分
か
る
者
は
い
な
い
。
履
歴
の
分
か
ら
ぬ
⑨
小
和
尚
、
⑩
福
安

が
継
い
だ
可
能
性
も
あ
る
。

　
こ
の
家
が
率
い
た
軍
団
の
長
の
職
名
は
ボ
ロ
ゴ
ン
の
「
潅
菓
都
元
帥
」
か
ら
エ
セ
ン
テ
ム
ル
の
「
山
東
河
北
蒙
古
西
都
元
帥
」
と
変
わ
る
。

軍
団
組
織
の
変
化
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
軍
心
々
は
や
は
り
職
名
に
「
府
」
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
ボ
ロ
ゴ
ン
家
の
本
拠
地
は
山
東
の
泰
安
州
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
マ
ン
グ
ト
部
族
の
華
北
で
の
所
領
の
断
事
官
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
。

い
っ
た
ん
は
大
都
近
く
の
檀
州
西
北
の
太
行
山
に
葬
ら
れ
た
ボ
ロ
ゴ
ン
の
神
道
碑
が
、
延
祐
四
年
目
＝
一
二
七
）
に
エ
セ
ン
テ
ム
ル
に
よ
り
泰
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

州
の
城
外
に
立
石
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
泰
安
州
が
本
拠
地
で
あ
り
続
け
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
。

①
　
ボ
ロ
ガ
ン
家
に
関
す
る
記
述
は
、
主
に
挑
燧
「
平
章
政
事
忙
兀
公
神
道
碑
」

　
（
『
国
朝
文
類
』
巻
五
九
、
『
山
左
金
石
志
』
巻
二
三
）
、
呉
澄
「
和
光
禄
大
夫
江
南

　
諸
道
御
史
大
夫
1
魯
国
元
献
公
神
道
碑
」
（
『
臨
川
立
文
正
公
集
』
巻
一
一
三
）
、
『
元

　
史
』
巻
一
二
一
、
博
羅
歓
債
に
よ
る
。

②
本
田
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
千
戸
」
、
三
五
頁
。

③
　
『
元
史
』
巻
二
四
、
仁
宗
本
紀
一
、
至
大
四
年
三
月
是
月
の
条
、

④
こ
の
二
人
の
名
は
、
程
鐘
夫
「
応
州
覚
興
寺
長
明
燈
記
」
（
『
楚
国
文
憲
公
雪
楼

　
程
先
生
文
集
』
巻
＝
　
一
）
、
銭
大
断
『
潜
研
堂
金
石
文
語
尾
』
巻
一
九
、
「
長
明
燈

　
記
」
（
延
祐
七
年
二
月
）
に
よ
る
。

⑤
本
節
註
①
の
「
生
造
公
神
道
碑
」
（
『
山
押
金
石
士
心
』
所
収
）
の
末
に
立
石
年
次

　
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
バ
イ
ド
ゥ
が
引
退
後
に
居
住
し
た
潅
東
の
高
卑
も
こ

　
の
家
に
関
係
す
る
地
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
に
は
高
郵
の
万
戸
府
を

　
率
い
た
と
す
る
史
料
は
無
い
。
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①

F
・
フ
ウ
シ
ン
部
族
タ
ガ
チ
ャ
ル
家

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
家
に
つ
い
て
は
松
田
孝
一
氏
の
論
考
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
歴
代
の
軍
団
長
と
し
て
の
履
歴
な
ど
に
つ
い
て
は
略

述
す
る
。

　
こ
の
家
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
“
四
駿
”
の
一
人
で
フ
ウ
シ
ソ
守
口
、
縁
ぎ
部
族
の
右
翼
副
万
戸
長
ボ
ロ
ク
ル
・
ノ
ヤ
ン
の
子
孫
で
あ
る
が
、
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　　　　　　　系図F：フウシン部族タガチャル家

　　　　　　ボ　ロクル
許三等氏　　博贈爵

脱歓

　1

失里門
　1

月赤三児
（漠三王）

　1

　タガチヤル
①塔三児
　　1
　ベ　ル　グテイ

②三里虎鰐
i一一一一一一一一一一一一一一一一一

　ミ　リ　チヤル
③藤里察児

ア，一レケブカ
⑤阿魯灰　　　⑥伯里閤不花
　　1
　イキレディ　　　シリベキ
⑦亦日戸ダ　　⑧昔言書吉
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　パ　サ　ル
　　　　　　⑨八撤児

ン　リ　ギ

昔里吉　　嵩壽

　スルドタイ
④宋都鳥

二
年
七
月
、
彼
を
長
と
し
、
漢
軍
万
戸
武
秀
、
張
割
書
、
李
恒
、
兵
部
尚
書
藤
里
菱
ら
を
副
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

略
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は

元
代
に
漠
入
王
に
封
じ
ら
れ
た
宗
家
で
は
な
い
。
そ
こ
で
分
家
の
初
代
①
タ
ガ
チ
ャ
ル

　
　
　
　
　
　
　
②

　
（
塔
察
児
日
3
．
昏
冥
）
を
以
て
家
の
名
と
す
る
。

　
さ
て
タ
ガ
チ
ャ
ル
は
ボ
ロ
ク
ル
・
ノ
ヤ
ン
と
同
じ
く
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
ケ
シ
ク
で
コ

ル
チ
と
し
て
仕
え
た
と
い
う
。
オ
ゴ
デ
イ
時
代
に
入
り
、
彼
は
「
行
省
兵
馬
都
元
帥
」
と

し
て
、
即
金
朝
戦
に
向
か
っ
た
。
察
州
包
囲
戦
で
は
主
将
と
し
て
南
宋
の
孟
瑛
と
共
に
金

朝
を
滅
ぼ
し
た
。

　
②
ベ
ル
グ
テ
イ
（
別
里
虎
鵤
】
W
駄
σ
q
畔
9
）
は
、
父
の
職
を
継
ぎ
、
「
行
省
兵
馬
都
元
帥
」
の

印
を
授
か
り
、
「
四
万
戸
の
蒙
古
軍
馬
井
び
に
諸
翼
の
漢
軍
（
蒙
古
漢
軍
）
を
将
領
し
」
た
。

そ
し
て
、
両
論
経
略
に
従
い
、
一
二
五
八
年
に
戦
死
し
た
。
そ
の
時
、
嚢
陽
の
北
の
埜
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

攻
撃
中
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
『
元
史
』
本
伝
の
誤
り
と
考
え
る
。

　
③
ミ
リ
チ
ャ
ル
（
密
里
言
児
冨
三
鍵
見
）
は
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
後
間
も
な
く
「
河
南
統

軍
使
」
と
な
り
、
中
統
五
年
（
＝
一
六
四
）
に
は
河
南
統
軍
司
磨
下
の
「
保
甲
丁
壮
射
生
軍
門

魯
花
赤
」
と
な
る
。
松
田
氏
は
、
彼
が
こ
の
時
期
河
南
に
お
け
る
総
司
令
官
の
地
位
を
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

め
た
と
い
う
が
従
い
が
た
い
。
至
元
四
年
（
＝
一
六
七
）
に
な
っ
て
、
ミ
リ
チ
ャ
ル
は
「
蒙

古
軍
万
戸
」
を
継
ぎ
、
亡
婦
の
北
の
奨
城
攻
撃
中
に
没
し
た
。

　
④
ス
ル
ド
タ
イ
（
宋
都
鱒
Q
D
口
茂
暮
巴
）
は
、
兄
の
ミ
リ
チ
ャ
ル
を
継
い
で
至
元
七
年
（
一
ご

七
〇
）
に
「
蒙
古
軍
万
戸
」
と
な
る
。
南
宋
の
鋼
湖
北
路
の
平
定
を
担
当
し
た
。
至
元
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
行
都
元
帥
府
」
が
設
け
ら
れ
、
江
西
経

「
江
西
都
元
帥
」
「
隆
昌
出
征
都
元
帥
」
と
称
さ
れ
た
。
「
江
東
西
大
都
督
」
を
兼
ね
た
と
い
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う
。
さ
ら
に
福
建
、
広
東
へ
の
経
略
を
計
画
し
た
が
十
三
年
十
月
に
没
し
た
。

　
⑤
ア
ル
タ
イ
（
阿
魯
灰
と
ρ
良
～
）
が
ス
ル
ド
タ
イ
の
後
を
継
ぎ
、
チ
ャ
ガ
ン
家
の
タ
チ
ュ
の
死
後
、
至
元
十
八
年
「
江
西
道
都
元
帥
」
と
な
っ

た
が
ま
も
な
く
没
し
た
。

　
竃
元
十
九
年
（
＝
一
八
二
）
、
ア
ル
タ
イ
を
継
い
だ
⑥
ベ
ル
ケ
ブ
カ
（
伯
里
閤
弔
花
し
ご
①
詩
Φ
θ
信
巷
）
は
「
江
西
道
都
元
帥
」
を
経
て
、
「
蒙
古
軍
都

万
戸
」
と
な
っ
た
。
成
宗
テ
ム
ル
の
大
徳
三
年
（
…
二
九
九
）
に
は
、
後
の
武
宗
ヵ
イ
シ
ャ
ン
の
ア
ル
タ
イ
方
面
出
征
に
し
た
が
い
、
称
海
で
の

屯
田
を
担
当
す
る
。
そ
の
任
の
途
中
の
六
年
「
河
南
准
北
蒙
古
軍
都
万
戸
府
副
都
万
戸
」
と
な
っ
た
。
延
祐
元
年
（
；
コ
四
）
八
月
没
し
た
。

　
⑦
イ
キ
レ
デ
ィ
（
亦
乞
異
ダ
H
蛍
器
号
一
）
は
襲
替
年
次
は
分
か
ら
な
い
が
、
「
蒙
古
軍
万
戸
」
と
な
り
、
順
帝
の
至
正
六
年
（
＝
二
四
六
）
に
は
そ
の

職
を
⑨
バ
サ
ル
（
八
撤
児
切
錺
錠
）
に
譲
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
⑧
シ
リ
ベ
キ
（
昔
里
伯
吉
ω
三
σ
①
菖
は
、
英
宗
の
延
祐
二
年
置
＝
三
五
）
四
月
に
「
河
南
常
北
蒙
古
軍
都
万
戸
府
副
都
万
戸
」
を
継
い
だ
。
少

な
く
と
も
順
帝
の
至
正
六
年
（
＝
二
四
六
）
ま
で
は
「
河
南
潅
北
蒙
古
軍
都
万
藩
府
副
都
万
戸
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
⑨
バ
サ
ル
は
至
正
五
～
六
年
（
一
一
二
四
五
～
一
三
四
六
）
に
「
河
南
潅
北
蒙
古
軍
都
万
戸
府
万
戸
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
こ
の
家
が
受
け
継
い
だ
軍
団
長
の
職
名
は
四
つ
に
整
理
で
き
る
。
第
一
は
「
行
省
兵
馬
都
元
帥
」
で
、
タ
ガ
チ
ャ
ル
か
ら
ベ
ル
グ
テ
イ
に
受

け
継
が
れ
る
。
第
二
は
「
蒙
古
軍
万
戸
」
で
、
後
に
は
「
河
南
耳
翼
蒙
古
軍
万
戸
」
と
変
わ
る
。
ミ
リ
チ
ャ
ル
、
ス
ル
ド
タ
イ
、
ア
ル
カ
イ
、

ベ
ル
ケ
ブ
カ
、
イ
キ
レ
デ
ィ
、
バ
サ
ル
と
受
け
継
が
れ
る
。
第
三
は
「
江
西
都
元
帥
」
で
ス
ル
ド
タ
イ
、
ア
ル
タ
イ
、
ベ
ル
ケ
ブ
カ
と
歴
任
し
、

そ
れ
以
後
は
継
が
れ
な
い
。
第
四
は
「
河
南
潅
北
蒙
古
軍
副
都
万
戸
」
で
、
ベ
ル
ケ
ブ
カ
か
ら
シ
リ
ベ
キ
に
受
け
継
が
れ
る
。
軍
府
名
に
つ
い

て
は
、
「
河
南
潅
北
蒙
古
軍
資
万
戸
府
」
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
バ
サ
ル
が
率
い
て
い
た
軍
団
は
彼
の
名
を
付
し
て
「
八
撤
児
万
芦
府
」
と
呼

ば
れ
、
「
河
南
潅
北
蒙
古
軍
都
万
戸
府
」
に
属
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
の
家
の
本
拠
地
は
、
山
西
聞
喜
の
東
鎮
で
あ
る
。
こ
の
家
系
に
関
わ
る
石
碑
も
こ
こ
に
集
中
す
る
。

　
①
　
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
に
つ
い
て
の
史
料
は
、
胡
蝶
之
『
山
導
石
刻
叢
編
』
所
収
の
、
　
　
　
　
　
「
昭
勇
大
将
軍
万
芦
八
三
児
徳
政
碑
」
、
「
遷
修
義
倉
自
記
」
（
巻
三
四
）
、
「
大
元
鋏
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、
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国
上
将
軍
河
南
潅
北
蒙
古
望
都
万
戸
府
副
都
万
戸
一
望
神
事
神
道
碑
銘
」
　
「
景
福

　
勲
記
」
、
胡
聰
之
の
編
に
よ
る
「
許
桃
園
氏
世
系
表
」
（
巻
二
七
）
、
お
よ
び
『
元

　
史
隔
巻
一
一
九
、
塔
察
児
伝
で
あ
る
。
は
し
が
き
註
②
松
田
論
文
も
こ
れ
ら
に
よ

　
る
。
補
注
③

②
　
那
珂
通
馬
は
、
こ
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
を
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ソ
の
西
彼
の
際
、
ジ
ェ
ベ

　
や
ス
ベ
エ
テ
イ
と
と
も
に
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ
ー
・
ム
ハ
ン
マ
ド
を
追
撃
し
た
ト
ク
チ

　
ャ
ル
（
脱
忽
察
児
）
、
ウ
ゲ
デ
イ
時
代
阿
戸
浅
と
と
も
に
ジ
ャ
ム
チ
の
管
理
を
任
さ

　
れ
た
ト
ク
チ
ャ
ル
（
脱
忽
察
児
）
に
比
定
し
て
い
る
（
那
珂
前
掲
書
、
五
〇
頁
）
。

　
同
一
人
物
で
あ
れ
ば
ス
ベ
エ
テ
イ
と
の
繋
が
り
が
遡
り
得
る
が
、
先
の
ブ
ジ
ェ
ク

　
と
同
様
に
伝
記
史
料
に
は
何
ら
記
述
が
な
く
判
断
し
が
た
い
。

③
『
元
史
隔
『
宋
史
隔
本
紀
に
は
、
こ
の
年
に
凶
事
で
の
戦
闘
の
記
薯
は
無
い
。

　
『
元
史
』
塔
婆
児
伝
は
ミ
リ
チ
ャ
ル
の
俵
記
部
分
が
ほ
ぼ
脱
落
し
て
お
り
、
彼
の

　
死
の
記
喜
の
み
が
ベ
ル
グ
テ
イ
の
死
の
紀
年
と
結
び
付
け
ら
れ
た
と
考
え
る
。

④
例
え
ば
河
南
の
巾
心
地
淋
梁
を
本
拠
と
し
た
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
ア
ジ
ュ
は
、
至

　
元
六
年
に
正
二
品
下
の
騨
騎
衛
大
将
軍
を
授
け
ら
れ
、
そ
の
後
も
昇
進
す
る
が
、

　
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
は
元
來
に
至
る
ま
で
、
正
三
品
中
・
下
の
昭
毅
大
将
軍
、
昭
勇
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

G
・
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
チ
ョ
ル
カ
ン
家

　
将
軍
で
あ
っ
た
。
こ
の
差
が
中
統
五
年
（
至
元
元
年
）
当
時
逆
転
し
て
い
た
と
は

　
考
え
ら
れ
な
い
。
家
系
の
上
下
関
係
は
、
軍
団
組
織
を
考
え
る
際
に
改
め
て
考
察

　
し
た
い
。

⑤
『
元
史
臨
巻
八
、
至
元
｝
二
年
七
月
癸
未
の
条
。

⑥
　
聞
喜
は
元
代
に
平
陽
路
に
属
す
る
。
ま
た
こ
の
家
は
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
の
二
年

　
（
＝
一
五
二
）
平
臥
の
二
百
戸
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
平
陽
路
に
四
万
芦
余

　
り
の
大
所
領
を
有
し
た
の
は
ジ
ョ
チ
家
で
あ
り
（
『
元
史
』
巻
九
五
、
食
貨
士
心
三
、

　
歳
賜
）
、
ジ
ャ
ル
グ
チ
を
通
じ
て
統
治
に
関
与
し
て
い
た
（
例
え
ば
『
（
道
光
）
直

　
隷
覆
寸
志
』
巻
二
五
「
元
初
経
始
公
癬
橋
受
認
」
に
載
る
一
二
三
七
年
頃
の
バ
ト

　
ゥ
の
令
旨
に
基
づ
く
蓋
付
）
。
　
ジ
ョ
チ
家
に
属
し
た
四
千
戸
長
の
一
人
が
フ
ゥ
シ

　
ソ
部
族
の
フ
ウ
シ
ソ
タ
イ
で
あ
る
こ
と
（
菊
ρ
ω
7
出
血
覧
　
一
ω
一
P
．
）
と
、
こ
の
家
が
聞
喜

　
に
署
し
、
難
題
に
わ
ず
か
な
が
ら
所
領
を
有
し
た
こ
と
と
は
関
係
が
あ
る
と
考
え

　
る
。
な
お
、
金
朝
征
服
以
前
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
は
、
フ
フ
ホ
ト
東
方
の
官
山
を
本
拠

　
と
し
て
い
た
。
こ
の
地
の
重
要
性
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
（
前
稿
註
⑯
）
。

　
こ
の
家
に
つ
い
て
も
松
田
氏
の
論
考
が
あ
る
た
め
、
相
違
点
以
外
は
先
に
同
じ
く
略
述
す
る
。

　
こ
の
家
の
事
績
の
分
か
る
最
初
の
人
物
は
、
諮
診
察
で
あ
る
が
、
名
称
に
問
題
が
あ
る
た
め
、
そ
の
子
チ
ソ
ギ
ス
・
ハ
ン
の
千
戸
長
の
一
人

の
①
チ
ョ
ル
カ
ン
（
朔
旦
空
・
∩
。
歪
O
録
）
の
名
を
以
て
家
名
と
す
る
。
こ
の
家
も
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
で
あ
る
が
、
ム
カ
リ
の
「
国
王
家
」
で
は
な

い
。
チ
ョ
ル
カ
ン
は
、
『
秘
史
』
の
八
八
功
臣
の
第
四
十
五
位
に
「
余
魯
隼
く
霞
目
ρ
窪
」
と
し
て
名
は
載
る
が
、
『
集
史
』
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン

の
軍
隊
」
に
は
名
が
無
く
、
分
属
の
際
は
誰
の
相
続
分
に
入
っ
た
か
分
か
ら
な
い
。
複
数
の
千
戸
を
管
轄
す
る
上
級
千
戸
長
が
任
命
権
を
持
つ
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②

「
下
級
千
戸
長
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
六
年
（
＝
二
一
）
、
金
と
の
野
狐
嶺
の
戦
で
戦
死
し
た
①
チ
ョ
ル
カ
ン
の
千
戸
を
継
い
だ
の
は
②
テ
ム
テ
イ
（
志
木
鵤

　
　
　
　
　
　
③

臼
・
ヨ
雌
8
一
）
で
あ
る
。
彼
は
、
カ
ン
ク
リ
遠
征
、
西
夏
遠
征
に
活
躍
し
た
功
績
で
オ
ゴ
デ
イ
か
ら
「
都
響
省
の
事
を
行
ず
る
」
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、

ウ
ル
ゥ
ト
、
マ
ン
グ
ト
、
イ
キ
レ
ス
、
オ
ン
ギ
ラ
ト
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
の
五
部
族
の
軍
を
率
い
て
河
南
平
定
を
行
な
っ
た
。
帰
徳
攻
撃
で
は
主
将

で
あ
っ
た
。
功
績
に
よ
り
二
千
戸
を
賜
り
、
山
西
の
太
原
、
平
陽
と
河
南
（
洛
陽
）
に
駐
屯
し
た
。

　
②
ア
ウ
ル
ク
チ
（
奥
魯
赤
諺
、
母
ミ
3
は
初
め
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
の
ケ
シ
ク
に
仕
え
、
そ
の
四
川
の
釣
魚
山
攻
撃
に
参
加
し
た
。
ク
ビ
ラ
イ
政

権
成
立
時
の
行
動
は
不
明
で
あ
る
。
至
元
五
年
（
一
二
六
八
）
「
蒙
古
軍
万
戸
」
と
な
っ
て
裏
陽
攻
撃
に
参
加
し
、
翌
年
昇
進
し
て
父
の
職
を
継

ぎ
、
「
蒙
古
風
四
万
芦
を
領
し
」
た
。
南
宋
平
定
と
統
治
に
伴
い
、
ま
ず
行
申
書
省
遠
郷
政
事
、
左
丞
と
し
て
湖
北
道
宣
慰
使
を
宣
し
た
。
次

に
早
着
、
荊
湖
行
枢
密
院
副
使
と
な
る
。

系図G：ジャライル部族チョルカソ家

手し刺爾曳

　バイジユ

④拝住

　火大察（舗火察）
。．ゑ。ソ

①朔声望（余魯牢）

　　1
　テ　ムテイ
②志木鵤
　　［
　アウルクチ
③奥魯赤

　トガソブ　カ
⑤脱完不華

　プダラギ　　　チヤガソテムル
⑥普筈刺吉　　⑦察……卜占木爾

こ
れ
ら
の
間
も
「
蒙
古
軍
掛
声
」
の
職
は
帯
び
続
け
て
い
た
。
至
元
二
十
三
年
掛
湖
広
行
省
平
章
政

事
と
な
っ
た
。
同
じ
年
に
鎮
南
王
ト
ゴ
ソ
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
遠
征
の
た
め
に
湖
広
行
省
が
設
け
た
安
南

行
中
書
省
、
交
趾
行
尚
書
省
の
平
章
政
事
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
子
の
⑤
ト
ガ
ン
ブ
カ
（
脱
完
普
華

日
。
満
早
げ
β
ρ
）
に
万
戸
の
職
を
譲
っ
た
。
戦
後
は
江
言
行
省
幽
魂
政
事
、
湖
広
行
枢
密
院
の
同
知
極

書
善
事
を
歴
任
し
た
。
論
宗
朝
に
入
り
再
び
江
西
行
省
平
章
政
事
に
任
じ
ら
れ
、
大
徳
元
年
（
一
二
九

七
）
に
没
し
た
。

　
④
．
ハ
イ
ジ
ュ
（
拝
住
じ
d
㊤
一
食
）
は
、
「
蒙
古
侍
衛
下
煮
副
都
指
揮
使
」
と
な
っ
た
こ
と
し
か
分
か
ら
な

い
。　

⑤
ト
ガ
ン
ブ
カ
は
、
ア
ゥ
ル
ク
チ
か
ら
「
万
戸
」
職
を
受
け
継
い
で
す
ぐ
に
、
ナ
ヤ
ン
の
乱
鎮
圧

に
従
軍
し
た
。
行
中
書
省
尊
君
と
「
蒙
古
軍
装
万
戸
」
を
兼
ね
た
。
成
宗
テ
ム
ル
没
後
の
仁
宗
ア
ユ

ル
バ
ル
ワ
ダ
母
子
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
協
力
し
た
功
績
で
湖
広
行
省
平
章
政
事
、
左
丞
相
に
至
っ
た
が
、
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そ
の
時
も
「
蒙
古
軍
都
万
戸
」
は
兼
ね
て
い
た
と
考
え
る
。

　
⑥
ブ
ダ
ラ
ギ
（
普
難
山
告
¢
ご
巳
ρ
話
σ
q
一
～
）
は
、
河
南
行
省
嘉
慶
、
同
知
枢
密
院
事
を
兼
ね
る
一
方
で
、
泰
定
年
間
に
「
都
万
戸
」
と
し
て
「
四

万
戸
蒙
古
軍
」
を
統
括
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
天
暦
の
内
乱
で
は
、
大
都
の
文
宗
ト
ク
テ
ム
ル
側
に
つ
き
、
紫
荊
関
の
防
衛
を
担
当

し
た
が
敗
死
し
た
。

　
⑦
チ
ャ
ガ
ン
テ
ル
ム
（
察
寧
白
木
爾
α
3
き
含
ヨ
9
は
、
兄
を
継
ぎ
、
文
群
吏
で
「
河
南
准
母
蒙
古
軍
都
万
戸
」
と
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
順

帝
の
至
正
六
年
（
＝
二
四
六
）
ま
で
は
そ
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
こ
の
家
が
継
い
だ
軍
団
の
長
の
職
名
は
三
つ
に
整
理
で
き
る
。
第
一
は
、
チ
ョ
ル
カ
ン
か
ら
テ
ム
テ
イ
に
継
が
れ
た
「
千
芦
」
で
あ
る
。
そ

の
後
は
不
明
。
第
二
は
、
テ
ム
テ
イ
の
『
行
都
督
省
』
、
ア
ウ
ル
ク
チ
の
『
領
蒙
古
軍
四
万
声
』
、
ト
ガ
ン
ブ
カ
の
「
蒙
古
軍
都
万
戸
」
、
ブ
ダ

ラ
ギ
の
四
万
戸
蒙
古
軍
を
管
す
る
「
都
万
戸
」
、
チ
ャ
ガ
ン
テ
ム
ル
の
「
河
南
潅
北
蒙
古
軍
都
万
戸
」
と
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
　
』

で
示
し
た
よ
う
な
、
職
名
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
む
が
、
こ
れ
ら
は
実
質
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
「
蒙
古
軍
万

戸
」
で
ア
ウ
ル
ク
チ
か
ら
ト
ガ
ン
ブ
カ
に
継
が
れ
て
い
る
。
第
二
と
第
三
の
職
名
と
の
関
係
を
知
る
に
は
、
軍
団
組
織
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
家
は
テ
ム
テ
イ
の
時
期
に
は
山
西
の
太
原
、
平
陽
、
河
南
の
懐
州
、
洛
陽
に
分
散
し
て
駐
屯
し
て
い
た
ら
し
い
。
ア
ウ
ル
ク
チ
の
代
に

至
り
、
洛
陽
の
南
の
龍
門
山
麓
を
本
拠
と
し
、
ト
ガ
ン
ブ
カ
が
そ
こ
に
都
万
随
順
の
建
物
を
建
設
し
た
。

①
　
チ
ョ
ル
カ
ン
家
に
つ
い
て
の
主
な
史
料
は
、
許
有
壬
「
有
元
”
孔
刺
爾
氏
三
世
功

　
駆
碑
銘
」
（
『
至
正
集
』
巻
四
七
）
、
牽
庶
…
魯
獅
｝
「
河
南
潅
昏
蒙
国
軍
都
万
戸
府
増

　
修
公
癬
碑
銘
」
（
『
中
州
名
賢
文
表
』
二
三
〇
）
、
『
元
史
』
巻
一
三
一
、
奥
魯
赤
伝

　
で
あ
る
。
は
し
が
き
註
②
松
田
論
文
も
こ
れ
ら
に
よ
る
。
な
お
、
銭
大
州
は
『
禿

　
史
氏
族
表
』
巻
｝
の
こ
の
家
の
項
で
、
「
或
い
は
、
即
詰
黎
（
ム
カ
リ
）
の
近
属
と

　
日
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
な
お
、
松
田
氏
が
論
考

　
の
中
に
挙
げ
た
系
図
は
、
⑦
チ
ャ
ガ
ソ
テ
ム
ル
（
察
畢
編
木
爾
）
を
⑥
ブ
ダ
ラ
ギ

　
（
普
答
刺
吉
）
の
子
と
し
て
い
る
が
誤
り
。

②
本
田
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
千
戸
」
、
二
二
頁
。

③
那
珂
通
世
が
彼
を
オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ア
ン
の
ケ
シ
ク
の
門
衛
第
二
班
の
宿
老
帖
木

　
迭
児
（
テ
ム
デ
ル
）
に
あ
て
る
（
那
珂
前
掲
書
、
六
七
～
七
〇
頁
）
の
は
誤
り
で

　
あ
る
。
オ
ゴ
デ
イ
の
ケ
シ
ク
の
長
テ
ム
デ
ル
は
、
ス
ニ
ー
ト
部
族
で
あ
る
（
本
田

　
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
千
戸
」
、
二
四
～
一
一
五
、
三
五
買
）
。
那
珂
が
『
元
史
』
鉄

　
遮
赤
鼠
の
行
省
論
議
答
児
に
当
て
る
の
は
妥
当
と
考
え
る
。
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以
上
元
代
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
七
家
に
つ
い
て
、
1
．
そ
の
家
系
の
特
徴
を
述
べ
、
歴
代
の
人
物
の
略
歴
か
ら
、
2
．
軍
団
長
と
し
て

の
職
名
、
軍
府
名
、
と
3
．
本
拠
地
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
1
と
3
を
整
理
し
た
も
の
が
表
1
「
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
家
系

の
特
徴
と
本
拠
地
」
、
2
の
軍
職
を
整
理
し
た
も
の
が
表
2
「
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
家
系
の
軍
職
承
襲
表
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
表
を
参

照
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
軍
団
長
の
家
系
の
国
家
体
制
へ
の
位
置
付
け
、
中
国
支
配
へ
の
関
わ
り
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

　
1
．
家
系
の
特
徴

　
家
系
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
①
部
族
や
家
の
性
格
、
②
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
と
の
関
係
、
③
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ソ
没
時
の
分
属
の
三
点
か
ら
考
察

し
た
い
。

　
①
部
族
や
家
の
性
格
。
七
家
と
も
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
部
族
で
あ
る
。
タ
ン
グ
ト
人
の
D
．
チ
ャ
ガ
ン
家
は
チ
ャ
ガ
ン
が
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ソ

に
よ
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
人
の
扱
い
を
受
け
た
家
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
漢
人
軍
閥
出
身
の
張
弘
範
と
タ
ン
グ
ト
人
置
西
夏
国
王
の
子
孫
李
憧
が
「
蒙

古
漢
軍
都
元
離
」
と
な
っ
た
の
も
早
算
帝
室
他
を
追
討
し
た
期
間
の
み
で
、
子
孫
も
こ
の
職
に
就
い
た
も
の
は
い
な
い
。
し
か
も
、
漢
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
蒙
古
軍
」
を
指
揮
し
た
の
は
異
例
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
。
他
に
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
部
族
以
外
で
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
と
な
っ
た
者
も
管
見

の
限
り
無
い
。
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
と
な
っ
た
の
は
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
部
族
の
家
系
に
限
ら
れ
る
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
七
家
に
は
有
力
部
族

長
の
家
が
一
つ
も
な
い
。
有
力
部
族
出
身
や
右
翼
副
万
戸
長
の
子
孫
で
あ
っ
て
も
部
族
長
の
宗
家
で
は
な
い
（
B
．
ブ
ジ
ェ
ク
家
、
E
．
ボ
ロ
ゴ
ソ

家
、
F
．
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
、
G
．
チ
ョ
ル
カ
ソ
家
）
。
譜
代
の
勲
臣
（
α
8
σ
Q
口
げ
。
芭
）
の
部
族
で
し
か
も
部
族
長
で
な
い
（
A
．
ス
ベ
ェ
テ
イ
家
。
な
お
、

ジ
ャ
ラ
イ
ル
も
譜
代
の
隷
臣
の
部
族
）
。
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
に
滅
ぼ
さ
れ
た
国
の
重
臣
の
家
で
あ
る
（
c
．
マ
チ
ャ
家
、
D
．
チ
ャ
ガ
ン
家
）
。
ま
た
ジ
ャ

ラ
イ
ル
、
イ
キ
レ
ス
、
バ
ア
リ
ン
、
オ
ン
ギ
ラ
ト
、
オ
ン
グ
ト
、
マ
ン
グ
ト
、
ウ
ル
ゥ
ト
な
ど
有
力
部
族
長
の
家
で
元
代
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
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表1．華北のモンゴル軍団長の家系の特徴と本拠地

A
．
ウ
ジ
ャ
ン
カ
ン

部
族
ス
ベ
エ
テ
イ
家

B
．
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部

族
ブ
ジ
ェ
ク
家

C
．
ナ
イ
マ
ン
部
族

マ
チ
ャ
家

D
．
タ
ソ
グ
ト
部
族

チ
ャ
ガ
ン
家

E
．
マ
ン
グ
ト
部
族

ボ
ロ
ゴ
ン
家

F
．
フ
ウ
シ
ン
部
族

タ
ガ
チ
ャ
ル
家

G
．
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部

族
チ
ョ
ル
カ
ン
家

家
系
の
特
徴
（
①
部
族
・
家
の
性
格
；
②
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
と
の
関
係
；
③
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ソ
没
時
の
分
属
）

①
譜
代
の
隷
臣
の
都
族
。
部
族
長
で
な
い
。
ト
ゥ
ル
イ
家
と
の
結
び
付
き
が
強
い
。

②
ス
ベ
エ
テ
イ
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
千
戸
長
。
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
ノ
コ
ル
。

③
ト
ウ
ル
イ
家
・
左
翼
。

「
四
狗
」
の
一
人
。

①
有
力
部
族
、
た
だ
し
「
国
王
」
家
で
な
い
。
イ
ェ
ル
ゲ
ソ
は
ト
ゥ
ル
イ
の
庶
子
の
ケ
シ
ク
の
長
。

②
ブ
ジ
ェ
ク
が
ケ
シ
ク
で
コ
ル
チ
、
バ
ゥ
ル
チ
を
務
め
る
。

①
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
に
滅
ぼ
さ
れ
た
ナ
イ
マ
ン
国
の
重
臣
の
家
。

　
の
都
元
帥
府
の
経
歴
。

②
不
明
。

ナ
ソ
ギ
ャ
ダ
イ
は
A
．
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
ア
ジ
ュ

①
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
に
滅
ぼ
さ
れ
た
西
夏
国
の
重
臣
の
家
。

②
チ
ャ
ガ
ン
が
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ソ
の
「
第
五
子
」
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
人
の
身
分
を
得
る
。

　
千
戸
の
第
一
百
戸
長
と
し
て
そ
の
千
戸
を
統
括
。

③
ト
ウ
ル
イ
家
・
中
軍
。

チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ソ
自
身
の

①
有
力
部
族
。
タ
イ
ル
ダ
ル
（
左
翼
千
戸
長
）
の
子
孫
。
た
だ
し
、
宗
家
で
な
く
、
華
北
の
所
領
の
断
言
宮
の
家
。

②
宗
家
の
タ
イ
ル
ダ
ル
は
チ
ソ
ギ
ス
・
ハ
ン
の
ア
ン
ダ
。

③
ト
ゥ
ル
イ
家
・
左
翼
（
宗
家
）
。

①
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
「
四
駿
」
の
一
人
で
、
右
翼
副
万
戸
長
ボ
ロ
ク
ル
の
子
孫
。

②
タ
ガ
チ
ャ
ル
が
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
コ
ル
チ
を
務
め
る
。

③
ト
ゥ
ル
イ
家
・
右
翼
（
宗
家
）
。

た
だ
し
、
宗
家
で
は
な
い
。

①
有
力
部
族
。
た
だ
し
「
国
王
」
家
で
な
い
。

②
チ
ョ
ル
カ
ン
は
、
チ
ソ
ギ
ス
・
ハ
ン
の
千
戸
長
（
下
級
）
。

③
不
明
。

華
北
で
の
本
拠
地
。
（
）
内
は

現
在
の
省
名

泳
梁
（
河
南
）

三
州
（
山
東
）

漢
州
（
河
南
）

懐
孟
（
河
南
）

タ
チ
ュ
の
系
統
は
曹
州
（
山
東
）

泰
安
州
（
山
東
）

聞
流
東
鎮
（
山
西
）

太
原
（
山
西
）
、
平
陽
（
山
西
）
、

洛
陽
（
河
南
）
。
ア
ウ
ル
ク
チ
か

ら
洛
陽
の
南
画
の
龍
門
（
河
南
）
。

61 （351）



　　　　　　　　　　　衷2．華北のモンゴル箪団長の家系の軍職承襲表

A．スベエテイ家

スベエテイ：太祖期～　千戸

　　　　　　　　　　　，

ククチュ（ククテイ）：　千戸→　～中統3（1262）都元帥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

ウリャソカダィ：憲宗期　　　　千戸　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

アジュ：中統3（1262）　　　　　　　（征南）都元帥→至元9（1272）蒙古（軍）都元帥

B．ブジ＝ク家

ブジxク：太祖期　コルチ，バゥルチ

　　　　　　　　　　　g

イェルゲン＝太宗期　コルチ，バウルチ→ジStリケのケシクの長→天下馬歩都元帥→憲宗期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸翼軍馬都元帥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

アラガソ：　　　　　　　　　　　　　　世祖至元4（1267）上万戸←憲宗8（1258）諸翼軍馬都元帥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e

拝降：　　　　　　　　　　　　　　　　　歪元18（1281）万戸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e

イエスデル　　　　　　成宗元貞元（1295）左手蒙古軍万戸→文宗天暦元（1328）山東河北蒙古軍都万戸

　　　　　　　　　　　　　→天暦2（1329）山東河北蒙古軍士都督

C．vチャ家
マチャ：（総管蒙古漢軍）

ナソギャダイ：世祖期　都元帥府経歴　〉至元10（1274）漢軍千戸一レ至元15（1279）以前蒙古軍副都万戸・

　　　　　　　　　　万戸→歪元18（1282）都元帥→建康万戸→蒙古軍都万戸→武宗期　薪県万戸府

　　　　　　　　　　達魯花赤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

教化：　　　　　　　　　　　　山東河北蒙古軍：副都万戸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

トガン：　　　　　　　　　　山東河北蒙古軍大都督

D．チャガン家

チャガソ：太祖の千戸の第一百戸長としてその千戸を管轄（御帳引首千戸）→馬歩軍都元帥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

ムカリ1憲宗の照斡耳朶怯憐口千戸→蒙古軍万戸　　　　　　　ブジェク家イェルゲン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タガチャル家スルドタイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e

タチュ：至元7（1270）山東統軍使→→山東都元帥→至元12年（1276）　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准東副都元帥→至元13（1277）江西都元帥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タガチャル家アルタイ
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E．ボロゴン家

ボロゴン：至元12（1275）　　　潅東都元帥

　　　　　　　　　　　　　　　　　3

エセンテムル：武宗・仁宗期　山東河北蒙古軍都元帥

F．タガチャル家

タガチャル：太祖期　　　　行省兵馬都元帥

　　　　　　　　　　　　　　　　g

ベルグテイ：憲宗2（1252）行省兵馬都元帥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

ミリチャル：世祖至元5（1268）　　　　　　　蒙古軍万戸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e

スルドタイ＝世祖至光7（1270）　　　　　　　蒙古軍万戸→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

アルタイ：　　　　　　　　　　　　　　　　蒙古軍万戸→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

ベルケブカ：成田大徳6（1302）　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　河南潅北蒙古軍副都万芦伸　蒙古軍万戸

　　　　　　　　　　　　　　耳　　　　　　　　　↓

イキレディ：　　　　　　　↓　　　河南潅北蒙古軍万芦

　　　　　　　　　　　　　　s　　　　　　　　　s

シリベキ：順帝至正年閲　河南潅北蒙古軍副都万戸　↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与

バサル：早撃期～1聖帝歪正年間　　　　河南潅北蒙古軍万戸

G．チョルカン家

チョルカン：太祖期　　千戸

　　　　　　　　　　　　g

テムテイ：太祖6（1211）千戸→太宗期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

アゥルクチ：至元5（1268）蒙古軍万戸→至元6（1269）

　　　　　　　　　　　　　　g　　　　　　　　　　　　　g

トガンブカ：至元23（1286）蒙古軍万戸→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋

ブダラギ：泰定年間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g

チャガンテムル：文宗期～順帝至正6（1346）～

チャガン家タチュ歪元13（1276）江西都元帥

　至元12（1275）江西都元帥

　　　　　　　　　e

　　　　　　　　　g

　至元18（1281）江西都元帥

　　　　　　　　　耳

　　　　　　　　　e

←至ラ己19（1282）江二西都元自由

「行都行雀」

「領蒙古軍四万戸」

蒙古軍都万戸

都万戸（四万戸蒙古軍を管する）

河南准北蒙古軍都万戸
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団
長
に
な
っ
た
も
の
は
い
な
い
。

　
②
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
と
の
関
係
。
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
と
個
人
的
な
繋
が
り
を
有
す
る
者
を
撫
先
に
持
つ
家
が
多
い
。
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
第

五
子
と
呼
ば
れ
、
第
一
百
戸
長
と
し
て
ハ
ン
自
身
の
千
戸
を
統
括
し
た
チ
ャ
ガ
ン
は
そ
の
筆
頭
と
言
え
る
。
　
ハ
ン
の
ズ
コ
ル
（
昌
欝
9
で
あ
っ

た
ス
ベ
エ
テ
イ
も
繋
が
り
が
深
い
と
言
え
る
。
彼
は
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
が
ジ
ャ
ム
カ
と
訣
別
し
た
時
に
兄
弟
で
来
属
し
、
ケ
シ
ク
に
編
成
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
二
〇
六
年
の
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
即
位
の
際
、
千
戸
長
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
チ
ョ
ル
カ
ン
も
こ
の
際
の
八
十
八
人
の
千
戸
長
の
一
人
で
あ

っ
た
。
な
お
、
ス
ベ
エ
テ
イ
は
、
「
己
が
獲
ち
得
た
る
、
己
が
集
め
置
き
た
る
〔
民
草
ど
も
〕
に
よ
り
て
、
千
〔
戸
〕
の
長
と
な
」
つ
た
、
す
な

わ
ち
戦
功
に
よ
っ
て
得
た
分
け
前
の
人
籍
を
も
と
に
し
て
千
戸
集
団
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
チ
ョ
ル
カ
ン
は
下

級
千
戸
長
で
あ
っ
た
。
ケ
シ
ク
出
身
者
も
二
人
い
る
。
コ
ル
チ
、
バ
ウ
ル
チ
を
務
め
た
ブ
ジ
ェ
ク
と
コ
ル
チ
を
務
め
た
タ
ガ
チ
ャ
ル
で
あ
る
。

た
だ
し
、
両
者
と
も
そ
の
長
で
は
な
か
っ
た
。
マ
チ
ャ
に
関
し
て
は
直
接
に
関
係
を
示
す
も
の
が
な
い
。

　
③
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
没
時
の
分
属
。
中
軍
、
左
右
両
翼
、
諸
寺
諸
子
へ
の
千
戸
の
分
属
の
際
、
ど
こ
に
属
し
た
か
を
考
え
る
。
そ
の
家
は
千

戸
長
で
な
い
が
宗
家
は
千
戸
長
の
者
も
考
え
に
入
れ
る
。
す
る
と
ト
ゥ
ル
イ
に
与
え
ら
れ
た
中
耳
、
左
右
両
翼
に
属
し
た
者
は
い
る
が
、
諸
車

諸
子
に
属
し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
る
者
は
い
な
い
。
中
軍
は
チ
ャ
ガ
ン
、
左
翼
は
ス
ベ
エ
テ
イ
と
ボ
ロ
ゴ
ン
家
の
宗
家
の
タ
イ
ル
ダ
ル
と

モ
ン
コ
カ
ル
ジ
ャ
で
あ
る
。
右
翼
は
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
の
宗
家
の
ボ
ロ
ク
ル
で
あ
る
。
チ
ョ
ル
カ
ン
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
は

特
徴
は
見
出
だ
し
が
た
い
。
た
だ
し
本
拠
地
と
の
関
連
を
考
え
れ
ば
、
お
お
よ
そ
左
右
翼
が
華
北
で
の
半
弁
に
分
か
れ
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
右
翼
の
ボ
ロ
ク
ル
の
分
家
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
の
本
拠
地
聞
喜
は
左
翼
の
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
沐
梁
、
ボ
ロ
ゴ
ン
家
の
泰
安
州
に
比

し
て
西
方
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
軍
団
の
構
造
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
2
．
軍
団
長
の
職
名
と
軍
府
名

　
ま
ず
以
下
の
三
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
軍
団
長
の
世
襲
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二
は
軍
団
長
の
職
を
帯
び
た
ま
ま
、
主

に
江
南
の
行
省
、
行
台
、
行
平
密
院
、
お
よ
び
枢
密
院
の
高
官
を
兼
ね
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
。
第
三
は
行
省
な
ど
の
高
官
は
世
襲
し
て
い
な
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い
が
、
軍
団
長
で
な
い
も
の
も
含
め
歴
代
が
同
一
地
域
の
官
に
就
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
分
析
を
加
え
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　
表
2
を
見
れ
ば
、
ス
ベ
ェ
テ
イ
家
が
「
蒙
古
語
都
元
離
離
扁
の
長
、
ブ
ジ
ェ
ク
家
、
マ
チ
ャ
家
、
ボ
ロ
ゴ
ン
家
が
「
山
東
河
北
蒙
古
言
挙
都

督
府
」
ま
た
は
そ
の
前
身
の
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
楽
万
戸
府
」
の
長
で
あ
り
、
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
と
チ
ョ
ル
カ
ン
家
が
「
河
南
馬
蝉
蒙
古
軍
都
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

戸
々
」
の
長
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
三
軍
団
の
組
織
と
沿
革
の
検
討
が
次
の
段
階
と
し
て
必
要
に
な
る
。
チ
ャ
ガ
ン
家
に
つ
い

て
は
に
わ
か
に
は
決
め
が
た
い
。
オ
ゴ
デ
イ
期
か
ら
モ
ン
ケ
期
に
か
け
て
華
北
の
対
南
宋
戦
の
総
帥
で
あ
っ
た
チ
ャ
ガ
ソ
の
死
後
、
ク
ビ
ラ
イ

政
権
に
な
っ
て
こ
の
家
の
地
位
が
低
下
し
た
と
考
え
る
。
な
お
、
軍
府
名
は
、
職
名
の
後
に
「
府
」
を
付
し
た
も
の
、
ま
た
は
さ
ら
に
職
名
の

前
に
当
時
そ
の
職
に
あ
る
人
物
名
を
付
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
つ
の
家
が
同
蒔
に
複
数
の
軍
団
長
の
職
を
有
す
る
例
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
の
「
河
南
灘
北
蒙
古
軍
副
都
万
戸
」
と

「（

ﾍ
南
准
北
）
蒙
古
軍
都
万
戸
」
で
あ
る
。
こ
の
理
由
を
知
る
に
は
軍
団
組
織
の
考
察
が
必
要
に
な
る
。

　
な
お
、
軍
団
長
の
世
襲
を
確
認
で
き
る
期
間
は
、
家
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
「
蒙
古
軍
都
元
帥
」
は
ア
ジ
ュ
の
没
時
の
至
元

十
七
年
（
＝
一
八
○
）
ま
で
し
か
確
認
で
き
な
い
が
、
ブ
ジ
ェ
ク
家
、
マ
チ
ャ
家
は
南
宗
期
ま
で
、
ボ
ロ
ゴ
ン
家
は
仁
宗
期
ま
で
、
タ
ガ
チ
ャ
ル

家
と
チ
ョ
ル
カ
ン
家
は
順
帝
至
正
年
聞
ま
で
確
認
で
き
る
。
理
由
は
史
料
の
残
り
具
合
に
も
よ
る
が
、
政
争
に
絡
む
家
の
盛
衰
、
軍
団
の
組
織

変
更
も
考
え
ら
れ
る
。
軍
団
の
沿
革
の
考
察
が
必
要
と
考
え
る
。

　
3
．
本
拠
地

　
本
拠
地
へ
の
駐
屯
の
年
次
を
確
定
で
き
る
も
の
は
少
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
太
宗
オ
ゴ
デ
イ
時
代
の
金
朝
征
服
戦
、
そ
の
直
後
か
ら
の

対
南
無
戦
が
関
わ
り
の
は
じ
め
と
言
え
る
。
な
お
、
各
家
本
拠
地
の
位
置
の
性
格
、
配
置
と
軍
団
組
織
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
が
次
の
段

階
と
し
て
必
要
と
考
え
る
。

　
以
上
1
～
3
の
考
察
は
、
次
の
様
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
元
代
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
家
系
は
、
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
系
で
、
有
力
部
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族
長
の
家
で
は
な
く
、
多
く
は
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
と
の
個
人
的
な
繋
が
り
を
持
つ
も
の
を
祖
先
に
持
つ
。
そ
し
て
、
オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ア
ン
時
代

の
金
聾
征
服
戦
、
柔
柔
宋
戦
を
華
北
へ
の
駐
屯
の
始
ま
り
と
し
た
。
南
宋
征
服
戦
を
実
行
し
、
軍
団
長
の
職
を
世
襲
す
る
と
と
も
に
、
行
省
、

行
台
の
高
官
を
務
め
る
な
ど
江
南
支
配
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
中
に
は
大
盤
ア
ソ
位
を
め
ぐ
る
政
争
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
家
も

　
　
　
④

現
わ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
特
徴
を
持
つ
元
代
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
家
系
は
、
元
朝
の
国
家
体
制
お
よ
び
中
国
支
配
に
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
。
検
証
す
べ
き
事
柄
は
数
多
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
見
通
し
を
立
て
て
み
た
い
。
ま
ず
、
彼
ら
を
王
族
や
有
力
部
族
長
の
家
系
と
対
比
し
て

み
る
。
王
族
や
有
力
部
族
長
の
家
系
は
、
本
拠
を
モ
ン
ゴ
リ
ア
等
に
持
ち
、
華
北
、
江
南
に
所
領
を
有
し
た
。
有
力
部
族
長
の
家
系
は
、
元
朝

内
外
の
高
官
を
務
め
た
。
南
宋
征
服
戦
に
は
ほ
と
ん
ど
参
加
し
て
い
な
い
。
　
一
方
、
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
の
家
系
は
、
チ
ソ
ギ
ス
・
ハ
ン

と
の
個
人
的
な
結
び
付
き
を
持
つ
者
を
先
祖
に
有
し
て
も
、
前
者
に
比
し
て
家
格
は
低
い
。
彼
ら
は
華
北
を
本
拠
と
し
、
華
北
、
江
南
に
所
領

を
有
す
る
場
合
も
規
模
は
大
き
く
な
い
。
南
宋
征
服
戦
を
遂
行
し
、
主
に
江
南
（
及
び
河
南
）
の
行
省
、
沖
台
の
高
官
を
務
め
た
。
こ
の
よ
う
に

比
較
す
る
と
、
両
者
の
重
層
的
な
構
造
が
想
定
で
き
る
。

　
で
は
、
華
北
の
漢
人
軍
団
、
旧
南
勢
軍
団
の
長
の
家
系
は
ど
う
か
。
両
老
に
つ
い
て
は
今
後
の
分
析
を
期
し
た
い
が
、
次
の
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
漢
人
軍
団
は
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
と
と
も
に
南
宋
征
服
戦
を
行
な
い
、
よ
り
南
方
ま
で
進
攻
し
た
。
戦
後
華
北
の
本
拠
を
残
し
た
も
の
は
い

る
が
、
江
南
に
移
駐
し
た
も
の
も
多
い
。
軍
団
長
の
家
系
は
、
江
南
（
及
び
河
南
）
の
行
省
の
高
官
を
務
め
て
い
る
。
旧
事
宋
軍
団
は
「
新
附
軍
」

と
呼
ば
れ
、
江
南
に
駐
屯
し
た
。
こ
れ
ら
も
先
の
重
層
構
造
の
下
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
元
朝
の
国
制
、
異
国
支
配
は
、
軍
団
長
の
家
に
注
目

す
る
と
、
少
な
く
と
も
四
層
の
構
造
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
今
後
へ
の
課
題
は
、
上
記
の
諸
項
の
検
証
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
「
蒙
古
雪
面
元
帥
府
」
「
山
東
河
北
蒙
古
軍
大
都
督
府
」
「
河
南
巽
北
蒙
古
軍

都
万
戸
府
」
三
軍
団
の
組
織
と
沿
革
、
軍
団
の
配
置
と
組
織
の
関
係
、
各
家
の
行
省
な
ど
の
高
官
へ
の
就
任
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
が
次
の
段

階
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
稿
は
軍
団
長
の
家
系
を
考
察
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対
象
と
し
、
鷹
下
の
軍
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
、
元
朝
交
替
期
に
こ
れ
ら
の
家
系
が
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題

や
、
南
宋
遠
征
で
有
名
な
バ
ヤ
ン
の
政
治
史
上
の
位
置
づ
け
の
問
題
な
ど
と
と
も
に
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

元代華北のモンゴル軍団長の家系（堤）

①
「
軍
団
長
の
家
系
の
探
索
」
の
註
②
お
よ
び
挑
燧
「
中
書
左
丞
相
李
公
家
．
碑
」

　
（
『
魍
無
文
類
臨
巻
一
二
）
、
呉
澄
「
謄
霞
李
武
慈
公
認
序
」
（
『
臨
損
呉
文
正
公
器
』

　
巻
～
四
）
、
　
『
元
史
』
巻
＝
～
九
、
李
慎
伝
。

②
本
晒
實
信
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
十
三
翼
」
（
『
モ
ン
．
コ
ル
時
代
史
研
究
』
）
＝

　
～
ゴ
一
頁
。

③
村
上
正
負
コ
遼
金
光
」
（
和
田
清
編
『
支
那
宮
制
発
達
史
』
一
九
四
二
年
）
三
九

　
二
頁
で
、
軍
団
長
の
職
名
を
「
都
万
戸
遠
二
軸
赤
」
「
建
魯
花
営
」
と
す
る
点
、
山

　
東
河
北
蒙
古
軍
都
万
戸
府
の
大
都
督
府
へ
の
昇
格
を
大
徳
四
年
と
す
る
点
は
誤
り

　
で
あ
る
。

④
　
C
．
マ
チ
ャ
家
の
註
③
の
杉
肉
論
文
、
一
一
…
三
頁
註
⑩
に
こ
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
家
を

　
例
に
挙
げ
た
考
察
が
あ
る
。
さ
ら
に
例
を
集
め
て
考
察
を
進
め
た
い
。

⑤
　
成
宗
没
後
の
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
グ
、
ダ
ギ
の
ク
ー
デ
タ
に
、
ス
ベ
エ
テ
イ
家

　
の
ブ
リ
ソ
ギ
ダ
イ
、
　
マ
チ
ャ
家
の
ナ
ソ
ギ
ャ
ダ
イ
が
関
与
し
た
こ
と
や
、
「
天
暦

　
の
内
乱
」
で
ブ
ジ
ェ
ク
家
の
イ
エ
ス
デ
ル
、
チ
ョ
ル
カ
ン
家
の
ブ
ダ
ラ
ギ
が
関
与

　
し
た
こ
と
を
指
す
。
「
天
暦
の
内
乱
」
に
お
け
る
イ
ニ
ス
デ
ル
の
行
動
、
乱
の
経

　
過
は
、
B
．
ブ
ジ
ェ
ク
家
註
①
の
「
蕾
南
王
勲
徳
碑
」
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
お

　
り
、
こ
の
内
乱
を
研
究
す
る
際
に
必
須
の
史
料
で
あ
る
。

補
注
①
　
孔
斉
『
至
正
直
記
』
は
ト
ゴ
ン
に
関
わ
る
逸
話
を
伝
え
る
（
巻
一
「
税
歓

報
応
」
「
脱
歓
悪
妻
」
「
館
賓
議
論
」
、
巻
二
「
脱
歓
無
難
」
）
。
こ
れ
ら
に
よ
撃
、

　
ト
ゴ
ン
は
ア
ラ
カ
ン
が
臨
安
攻
撃
の
際
に
掠
奪
し
て
妻
と
し
た
董
氏
の
子
で
あ
る

　
こ
と
、
彼
の
死
後
に
女
婿
虎
舎
と
庶
子
慶
舎
が
相
続
争
い
を
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

補
注
②
屠
寄
は
タ
チ
ェ
が
チ
ャ
ガ
ン
家
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
目
録
の
み

　
で
文
は
無
い
が
『
蒙
塵
児
史
記
』
巻
三
九
は
チ
ャ
ガ
ソ
と
と
も
に
タ
チ
ュ
を
立
伝

　
し
て
い
る
。
『
新
元
史
』
巻
一
二
六
は
お
そ
ら
く
そ
れ
に
倣
う
が
、
チ
ャ
ガ
ソ
の

　
弟
の
系
図
を
誤
る
。

補
注
③
　
『
元
史
』
塔
察
児
伝
の
み
タ
ガ
チ
ャ
ル
を
ボ
ロ
ク
ル
の
従
孫
と
す
る
。

　
『
集
史
』
で
は
、
ボ
罫
ク
ル
の
子
で
オ
ゴ
デ
イ
期
に
千
戸
長
の
後
継
潜
（
ρ
四
、
一
ヨ
ー

　
旨
勲
山
倒
旨
）
で
あ
っ
た
ジ
ュ
ブ
ク
ル
・
ク
ビ
ラ
イ
、
及
び
ク
ビ
ラ
イ
期
に
ト
ゥ
ル
イ

　
の
子
ク
ト
ク
ト
ゥ
の
娘
シ
ー
リ
ー
ソ
を
悟
っ
た
ト
ゥ
グ
チ
・
グ
レ
ゲ
ソ
等
の
名
が

　
挙
が
る
が
（
菊
ρ
頓
一
一
同
α
」
ω
切
跨
㌧
一
ト
o
G
Q
開
）
）
、
漢
文
伝
記
史
料
に
彼
ら
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

　
タ
ガ
チ
ャ
ル
と
の
関
係
を
含
め
、
ボ
ロ
ク
ル
の
子
孫
の
世
系
に
は
不
明
の
点
が
あ

　
る
。

（
京
都
大
学
研
修
貴

）
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The　Genealogy．　of　Generals　of　the　Mongolian　Army

　　　　　in　North　China　during　the　Yuan　Dynasty

by

TsuTsuMi　Kazuaki

　　Because　of　its　h圭storical　importance，　large　numbers　of　studies　have

been　made　oll　the　process．　of　the　war　between　the　Mongol　Emp圭re－Yuan

dynasty　and　the　Southern　Song．　But　only　a　few　studies　have　been　lnade

on　the　army　which　carried　out　the　war．　The　author，　concemed　with

the　analysis　of　the　Mongolian　army　which　fought　at　the　front　in　North

China，　traced　the　family4ines　of　the　generals　of　the　army　from　historical

sources，　and　inqu圭red　into　the　personal　histories　of　these　families．　The

seven　families　which　can　be　fou塾d　are　the　SUbe’etei　family　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
Uriangqan　tribe，　the　B員leg　family　of　the　Jala圭r　tribe，　the　Ma6a　family
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
of　the　Naiman　tribe，　the　Caγa益falnily　of　the　Tangγud　tribe，　the　Boroγon

family　of　the　Mangγud　tribe，　the　Taγa6ar　family　of　the恥’繭n　tribe
　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

and　the　Coruqan　family　of　the　Jalair　tribe．　Generals　from　these　fam鑑es

had　become　the　chiefs　of　the“Supreme　Marshal　O鐙ce　of　the　Mongol

Army”，　the“Chief　Military　Command　of　the　Mo1ユgol　Armies　in　Shan－

dong　and　Hebei”，　and　the“Supreme．　Myriarchy　O缶ce　of　the　Mongol

Armies　in　Henan　and　Huaibei”，　These　falnilies　were　of　Turkish　or

Mongolian　descent，　but　they　did　not　be重ong　to　the　families　of　the　chief

of　the　main　tribe．　Many　of　them　had　an　ancestor　who　had　a　personaI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　コ

relationship　to　Cinggis　qan．　During　the　Og6dei　era，　they　were　first

stationed　in　North　China，　in　order　to　fight　against　the　Jin　and　the．Southern

Song．　They　held　the　rank　of　general　of　the　army　in　their　family　for

generations，　assumed　high　o伍cial　posts　of　Branch　Secretariat　and

Branch　Ce且sorate，　and　took　part　in　the　ru王e　of　South　China．　Judging

from　the　location　of　their　bases，　the圭r　domain，　government　posts　and

actio簸s　the　author　concludes　that　they　comprised　the　stratum　under　the

royal　family　and　the　families　of　the　chief　of　the　main　tribe．
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